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タスクフォースは、気候変動の潜在的な財務的影響を検討する際に、歴史的と先見的な分析の両者を組
織に奨励しているが、気候変動を緩和し、適応させる取組は歴史的前例がないため、先見的な分析に重
点を置いている。これが、組織が戦略計画またはリスクマネジメント業務に組み込むことを検討するために、シ
ナリオ分析が重要であるとタスクフォースが考えている理由の1つである。 

図 2 
 

財務的影響の主要カテゴリ  

損益計算書 貸借対照表 

収益：移行リスクと物理的リスクは、製品やサービスの需要に影響
を与える可能性がある。組織は、収益への潜在的な影響を考慮し、
収益機会の強化または新規開発に向けた潜在的機会を見極める
必要がある。特に、排出量の規制メカニズムとしてのカーボンプライシ
ングの出現とその成長性を踏まえ、その影響を受ける業界にとって
は、事業収益への潜在的な影響を考慮することが重要である。 

 

費用：気候関連のリスクと機会に対する組織の対応力は、その組
織のコスト構造によってある程度左右される。低コスト構造のサプライ
ヤーは、気候関連事項などからコストの変化に対してよりレジリエント
であり、気候関連事項への対応力に柔軟性がある。組織は、そのコ
スト構造と柔軟な適用力に関する情報を提供することにより、投資
家に対してその投資潜在性に関するより良い情報発信を行うことが
できる。また、そのような情報提供は、組織の設備投資計画やその
資金調達としての負債や資本の水準に関する投資家の理解を深め
ることにも有用である。設備投資計画は、組織の資本配分にかかる
柔軟性と、重大な気候関連リスクにさらされている組織に対する資
本市場の資金提供意欲を念頭に、そのレジリエンスが検討されること
が望ましい。設備投資計画の透明性を担保することにより、資本市
場へのアクセス向上や、より良いファイナンス条件につながる可能性が
ある。 

 

資産と負債：気候変動に関連する政策、技術、市場動向の変化
による需給の変化は、組織の資産および負債の評価に影響し得
る。長期性資産や、場合によっては支払準備金埋蔵資源の利用

は、気候関連事項の影響を特に受ける可能性がある。組織にとっ
て、その資産および負債、特に長期性資産への潜在的な影響を示

すことが重要である。こうした情報の開示にあたっては、既存およびコ
ミット済の将来の事業活動のほか、新規投資や再編および評価減
または減損にかかる意思決定に焦点を定めるべきである。 

 

資本と資金調達：気候関連のリスクと機会は、営業キャッシュフロー
の減少を補う目的のほか、新たな設備投資や研究開発費のため
に、負債水準を引き上げることを通じて、組織の負債・資本構造の
枠組を変える可能性がある。また、新規の資金調達や既存債務の
リファイナンス能力に影響を及ぼしかねないほか、借入期間の短縮に
つながる可能性もある。さらに、営業損失の計上、資産価値の評価
減、資金の調達を目的とする新株発行により、資本および留保利
益に変更が生じる可能性もある。 
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表1 

気候関連のリスクと財務への潜在的な影響の例 

 
32 各主要カテゴリの下に記載されたサブカテゴリーのリスクと事例は相互に排他的ではなく、一部重複していることに注意。 

種類 気候関連のリスク32 財務への潜在的な影響 

移
行
リ
ス
ク

 

政策と法  

‒ GHG 排出価格の上昇 

‒ 排出量の報告義務の強化  

‒ 既存の製品およびサービスへのマンデート
（受託事項）および規制 

‒ 訴訟にさらされること 

‒ 運営コストの増加（例：コンプライアンスコストの増加、保険料値
上げ） 

‒ 政策変更による資産の減価償却、減損処理、既存資産の
期限前資産除去 

‒ 罰金と判決による製品やサービスのコストの増加や需要の減少 

テクノロジー  

‒ 既存の製品やサービスを排出量の少ないオ
プションに置き換えること  

‒ 新技術への投資の失敗  

‒ 低排出技術に移行するためのコスト 

‒ 既存資産の償却および早期撤収   

‒ 製品とサービスの需要の減少 

‒ 新技術と代替技術の研究開発費（R＆D） 

‒ 技術開発に向けた設備投資 

‒ 新しい実務慣行とプロセスを採用/導入するためのコスト 
市場  

‒ 顧客行動の変化 
‒ 市場シグナルの不確実性 
‒ 原材料コストの上昇 

‒ 消費者の嗜好の変化による商品とサービスの需要の減少 

‒ 原料価格（例：エネルギー、水）やアウトプットへの要求事項
（例：廃棄物処理）の変化による生産コスト上昇 

‒ エネルギーコストの急激かつ予期せぬ変化  

‒ 収益構成と収益源の変化による収益減少 

‒ 資産の再評価（例：化石燃料埋蔵量、土地評価、有価証券評
価） 

評判  

‒ 消費者の嗜好の変化  

‒ 産業セクターへの非難 

‒ ステークホルダーの懸念の増大またはステーク
ホルダーの否定的なフィードバック 

‒ 商品/サービスに対する需要の減少による収益の減少 

‒ 生産能力の低下による収益の減少（例：計画承認の遅延、サプ
ライチェーンの中断） 

‒ 労働力のマネジメントと計画への悪影響による収益の減少（例：

従業員の獲得と定着） 

‒ 資本の利用可能性の低下 

物
理
的
リ
ス
ク

 

急性的 ‒ 生産能力の低下による収益の減少（例：輸送の困難、サプライチ
ェーンの中断） 

‒ 労働力への悪影響による収益の減少とコストの増加（例：健康、
安全、欠勤） 

‒ 既存資産の償却および早期撤収 （例：「危険性が高い」立地に
おける所有物および資産への損害） 

‒ 運転コストの増加（例：水力発電所の水供給や原子力発電所
や化石燃料発電所の冷却水の不足） 

‒ 資本コストの増加（例：施設の被害） 

‒ 売上/アウトプットの低下による収益の減少 

‒ 保険料の増加、および「危険性の高い」立地にある資産に対する保
険の利用可能性の低下 

‒ サイクロンや洪水などの極端な天候事象の
過酷さの増加 

慢性的 

‒ 降水パターンの変化と天候パターンの極端な
変動 

‒ 上昇する平均気温 

‒ 海面上昇 
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市
場

 
製
品
と
サ
ー
ビ
ス

 

表2 

気候関連の機会と財務への潜在的な影響の例 

 
 

 
33 機会カテゴリは相互に排他的ではなく、一部重複が存在する。 

種類 気候関連の機会33 財務への潜在的な影響 

資
源
効
率

  
‒ より効率的な輸送手段の使用（モーダルシ

フト）  

‒ より効率的な生産および流通プロセスの使
用 

‒ リサイクルの利用 

‒ 高効率ビルへの移転  

‒ 水使用量と消費量の削減 

‒ 運営コストの削減（例：効率向上とコスト削減）  

‒ 生産能力の増加による収益の増加  

‒ 固定資産価値の上昇（例：エネルギー効率の評価が高い建物）  

‒ 労働力のマネジメントと計画（例：改善された健康と安全、従業員
の満足度）によるコスト削減 

エ
ネ
ル
ギ
ー
源

 

‒ より低排出のエネルギー源の使用 

‒ 支援的な政策インセンティブの使用 

‒ 新技術の使用 

‒ 炭素市場への参入  

‒ 分散型エネルギー源への転換 

‒ 運営コストの低減（例：最低除去費用の活用による）  

‒ 将来の化石燃料価格上昇へのエクスポージャーの減少  

‒ GHG 排出量の削減、したがって炭素費用の変化に対する感度の低
下  

‒ 低排出技術への投資からの収益  

‒ 資本の利用可能性の向上（例：より排出量の少ない生産者を選
好する投資家の増加）  

‒ 商品/サービスに対する需要の増加につながる評判上のメリット 

製
品
と
サ
ー
ビ
ス

 

‒ 低排出商品およびサービスの開発および/ま
たは拡張 

‒ 気候適応と保険リスクソリューションの開発  

‒ 研究開発とイノベーションによる新製品また
はサービスの開発 

‒ 事業活動を多様化する能力 

‒ 消費者の嗜好の変化 

‒ 排出量の少ない製品およびサービスの需要を通じた収益の増加  

‒ 適応のニーズに対する新しいソリューションを通じた収益の増加
（例：保険リスク移転商品およびサービス） 

‒ 変化する消費者の嗜好を反映するための競争力の強化による収益
の増加 

市
場

 

‒ 新しい市場へのアクセス  

‒ 公共セクターのインセンティブの使用  

‒ 保険の付保を必要とする新しい資産と立地

へのアクセス 

‒ 新規および新興市場へのアクセスを通じた収益の増加（例：政府、
開発銀行とのパートナーシップ） 

‒ 金融資産の多様化（例：グリーンボンドやインフラ） 

レ
ジ
リ
エ
ン
ス

 

‒ 再生可能エネルギープログラムへの参加とエ
ネルギー効率化措置の適用 

‒ 資源の代替/多様化 

‒ レジリエンス計画（例：インフラ、土地、建物）による市場評価の
向上  

‒ サプライチェーンの信頼性とさまざまな条件下での業務能力の向上  

‒ レジリエンス確保に関連する新製品およびサービスを通じての収益の
増加 
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C 提言とガイダンス 
 

1．提言とガイダンスの概要 
任務を果たすために、タスクフォースは、セクターおよび法的管轄区域にわたる組織に適用される気候関連財務情
報開示に関する4つの広く適用可能な提言を策定した。提言を作成する上で、タスクフォースは、投資家、貸し
手、保険会社に対する開示のメリットだけでなく、情報作成者の課題も考慮した。このバランスをとるために、タスク
フォースは、情報使用者および情報作成者との有意義なアウトリーチおよび協議に従事し、既存の気候関連開示

制度も活用した。アウトリーチと協議から得られた知見は、提言の策定に直接伝えられた。 

タスクフォースの提言は、組織の運営方法の主要要素である4つのテーマ別領域、すなわちガバナンス、戦略、リス
クマネジメント、指標と目標に基づいて構成されている。4つの包括的な提言は、報告組織が気候関連のリスクと
機会についてどのように考え、評価しているかを投資家やその他の人々が理解するのに役立つ情報を含む枠組を
構築する主要な気候関連財務情報開示（推奨開示と呼ばれる）によって支えられている。さらに、気候関連財
務情報開示にあたって、すべての組織を支援するガイダンスがある。それは、提言および推奨開示ならびに特定セ
クターのための補足ガイダンスと整合性を保っている。その構造は以下の図3に示されており、タスクフォースの提言と
推奨開示の支援は、図4（p.14）に示されている。 

 
 

 

タスクフォースの補足ガイダンスは付属書に記載されており、気候変動と低炭素経済への移行の影響を最も受ける
可能性のある非金融業界（非金融グループと呼ばれる）だけでなく金融セクターも対象とする。補足ガイダンス
は、これらの情報作成者に、提言を実施するための追加の文脈および提案を提供し、すべてのセクターのためのガ
イダンスと併せて使用すべきである。 

 
 
 

 
 

図 3 

提言とガイダンス 

 
 

提言 

ガバナンス、戦略、リスクマネジメント、および指標と目標に関連する 4
つの広く適用可能な提言 
推奨開示 

組織が、意思決定に有用な情報を提供するために財務報告に含める
べき、具体的に推奨される開示 
すべてのセクターのためのガイダンス 

すべての組織が推奨開示を実施するための背景と示唆を提供するガイ
ダンス 
特定のセクターのための補足ガイダンス 

セクター別または産業別の気候関連財務情報を提供する際の、特定
のセクターにとって重要な考慮事項を強調するガイダンス 
この補足ガイダンスは、金融セクターと気候変動の影響を最も受ける可
能性のある非金融セクターへ提供される 
 

提言 

推奨開示 
  

すべてのセクターのた

めのガイダンス 

特定のセクターのた

めの補足ガイダンス 

https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations


   
 

 

図 4 

提言とそれを支援する推奨開示 

 

ガバナンス  戦略   リスクマネジメント  指標と目標 

気候関連のリスクと機会に関する組織の
ガバナンスを開示する。  

 気候関連のリスクと機会が組織の事業、
戦略、財務計画に及ぼす実際の影響と
潜在的な影響について、その情報が重要
（マテリアル）な場合は、開示する。 

 組織がどのように気候関連リスクを特定
し、評価し、マネジメントするのかを開示す

る。 

 その情報が重要（マテリアル）な場合、
気候関連のリスクと機会を評価し、マネジ
メントするために使用される指標と目標を

開示する。 
       

推奨開示  推奨開示  推奨開示  推奨開示 

a) 気候関連のリスクと機会に関する取
締役会の監督について記述する。 

 a) 組織が特定した、短期・中期・長期
の気候関連のリスクと機会を記述す
る。 

 a) 気候関連リスクを特定し、評価するた
めの組織のプロセスを記述する。 

 a) 組織が自らの戦略とリスクマネジメント
に即して、気候関連のリスクと機会の
評価に使用する指標を開示する。 

b) 気候関連のリスクと機会の評価とマネ
ジメントにおける経営陣の役割を記
述する。 

 b) 気候関連のリスクと機会が組織の事
業、戦略、財務計画に及ぼす影響を
記述する。 

 b) 気候関連リスクをマネジメントするため
の組織のプロセスを記述する。 

 b) スコープ1、スコープ2、該当する場合
はスコープ3のGHG排出量、および関
連するリスクを開示する。 

  

 c) 2°C以下のシナリオを含む異なる気
候関連のシナリオを考慮して、組織
戦略のレジリエンスを記述する。 

 c) 気候関連リスクを特定し、評価し、マネ
ジメントするプロセスが、組織の全体的
なリスクマネジメントにどのように統合さ
れているかを記述する。 

 c) 気候関連のリスクと機会をマネジメン
トするために組織が使用する目標、お

よびその目標に対するパフォーマンスを
記述する。 
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図5は、提言（ガバナンス、戦略、リスクマネジメント、指標と目標）と、金融グループおよび非金融グループのため
に作成された補足ガイダンスの推奨開示（a、b、c）のマッピングを示している。 

 金融セクター タスクフォースは、実際の業務に基づき4つの主要業種にまとめて、金融セクターの補足ガイダ
ンスを策定した。4つの業種は、銀行（貸出）、保険会社（引受）、アセット・マネージャー（資産運用）、ア

セット・オーナーであり、公的・民間の年金制度、基金、財団（投資）を含む。34 金融セクターによる開示は、
気候関連のリスクと機会の早期評価を促進し、気候関連リスクのプライシングを改善し、十分な情報に基づく資
本配分の意思決定につながる可能性がある。 

 非金融グループ タスクフォースは、GHG排出量、エネルギー使用量、および水使用量の最大の割合を占
める非金融業界に対して、補足ガイダンスを作成した。これらの産業は、4つのグループ（すなわち、非金融グル
ープ）にまとめられた。エネルギー、素材・建築物、運輸、農業・食料・林産物であり、ボックス2（p.16）に示さ
れているように気候関連のリスクの類似性に基づいている。この補足ガイダンスは、非金融業界の各業態に重点
を置いたガイダンスとなっているが、同様の事業活動を行っているその他の業態の組織が、補足ガイダンスに含ま
れている問題やトピックをレビューし、考慮したいと望むこともあるだろう。 

図 5 

金融セクターおよび非金融グループの補足ガイダンス 

 
 

   ガバナンス  戦略  
リスク  

マネジメント 
 指標と目標 

産業とグループ  a) b)  a) b) c)  a) b) c)  a) b) c) 

金
融

 

銀行                

保険会社                

アセット・オーナー                

アセット・マネージャー                

非
金
融

 

エネルギー                

運輸                

素材、建築物                

農業、食料、林産物                

 

 
34 この報告書で使用している「保険会社」は、再保険会社を含む。 
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ボックス2 

非金融グループの決定 

タスクフォースは、補足ガイダンスを気候関連の財務への影響の可能性が最も高い非金融セクターや産業を絞り込む取組において、

移行リスク（政策と法、テクノロジー、市場、評判）と物理的なリスク（急性、慢性）の両者により、影響を最も受けやすい3つの要

因を評価した－GHG排出量、エネルギー使用量、水使用量－。 

これらの3つの要因を用いる前提は、気候関連の物理的リスクおよび移行リスクが、GHG排出量の制約、エネルギー生産および使

用への影響、水の利用可能性/使用/品質への影響、という形で一義的かつ広範にリスク自体を明らかにするものだからである。廃

棄物マネジメントや土地利用などの他の要因も重要であるが、幅広い業種では決定的なものではないかもしれないし、主要なカテゴ

リの1つに取り込まれているかもしれない。 

この方法を採るにあたって、タスクフォースは、これらの3つの要因に基づいて、さまざまなセクターおよび産業のランキングに関する多く

の情報源を参照した。さまざまな順位付けが、GHG排出量、エネルギー、または水に関連する移行または物理的リスクに著しくさらさ

れるセクターおよび産業全体のセットを決定するために使用されていた。こうして、セクターと産業は、類似の経済活動と気候関連への

エクスポージャーがある4つの産業カテゴリに分類された。 

これらの4つのグループとその関連産業は、定義的な産業分類というよりは、これらの産業に関連する経済活動を示すことが意図され

ている。類似の活動と気候関連へのエクスポージャーがある他の産業も、補足ガイダンスを考慮すべきである。 

タスクフォースは、以下のようなさまざまな情報源を用いてこの方法を検証した。 

 

1 TCFD フェーズI報告書への市中協議の求めに対し、開示ガイダンスが最も重要となる世界産業分類基準（GICS）セクター

順序で、エネルギー、ユーティリティ、資材、産業・生活必需品・裁量品から200を超える回答を得た。 

2 経済活動、セクターおよび産業別のさまざまな内容を理解するための無数のセクター別の開示ガイダンス、これらには以下のも

のが含まれる。CDP、GHGプロトコル、グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）、グローバル・レポーティン

グ・イニシアティブ（GRI）、気候変動に関する機関投資家グループ（IIGCC）、環境および社会問題のためのグローバル

石油・ガス産業協会（IPIECA）、および米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）。 

3 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の報告書「気候変動2014-気候変動の緩和」は、経済セクターによる世界の直接

的・間接的排出量の分析を提供している。 

IPCCの分析では、主要な排出量を生み出すセクターに焦点を絞り、それらは、エネルギー産業、農業、林業、およびその他の土

地利用、運輸および建物（商業用および住宅用）などとしている。 

4 気候変動へのエクスポージャーが最も高い産業に関する情報を提供する非政府組織（NGO）および産業組織からの調査、

文書類、以下のものを含む。 

ケンブリッジ持続可能な開発リーダーシップ、中国の国家開発改革委員会（NDRC）、環境資源マネジメント

（ERM）、IEA、ムーディーズ、S＆Pグローバル格付、WRI/UNEPFIなど。 

タスクフォースは、その評価に基づいて、以下の表に示す4つのグループとその関連産業を補足ガイダンスの恩恵を最大限に享受するも

のとして特定した。 
 

エネルギー 運輸 素材、建築物 農業、食料、林産物 

- 石油、ガス - 航空貨物輸送 - 金属、鉱業 - 飲料 

- 石炭 - 航空旅客輸送 - 化学品 - 農業 

- 電力会社  - 海運 - 建材 - 包装食品、肉 

  - 鉄道輸送 - 資本財（建物等）  - 紙、林産物 

  - トラックサービス - 不動産管理、開発   

  - 自動車、部品     
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1. 提言の実施 

a. 対象とする範囲 

タスクフォースは、十分な情報に基づいた投融資や保険引受の意思決定を促進すべく、公募債や株式を発行

しているすべての組織に対し、この提言の実施を推奨する。また、気候関連事項は前頁企業等以外の組織
にとっても同様に関係するものであることから、タスクフォースとしては、すべての組織に提言の実施を奨励する。
特に、公的・民間の年金制度、基金、財団を含むアセット・マネージャーおよびアセット・オーナーに対しては、そ
の顧客および受益者が資産のパフォーマンスをより良く理解し、投資のリスクを考慮し、かつ、十分な情報に基
づいた投資の選択ができるよう、この提言の実施を奨励する。 

b. 開示場所および重要性（マテリアリティ） 

タスクフォースは、組織が気候関連の財務情報開示を本来の（すなわち、公開）年次財務報告に含めること
を提言している。35 G20のほとんどの法的管轄区域では、公開企業は財務報告に気候関連情報を含む重
要（マテリアル）な情報を開示する法的義務を負う。そして、タスクフォースの提言は、組織が既存の開示義
務をより効果的に満たす支援することを目的としている。36 タスクフォースの提言は、セクターおよび法的管轄
区域横断的に広く適用されるように開発されたものであり、国の開示要件に優先するものではない。重要なの
は、組織は各国の開示要件に準拠して財務情報開示を行う必要があることである。特定の推奨事項が財務
報告のための国の開示要件と両立できない場合、タスクフォースは、少なくとも毎年発行され、広く配布され、
投資家やその他の人々が利用できるその他の公式な報告書にこれらの要素を、財務報告に使用されているも
のと同じまたは実質的に同一の内部統制プロセスに従って開示することを奨励する。 

タスクフォースは、財務報告に含まれるほとんどの情報が重要性評価の対象であることを認識している。しかし、
気候関連のリスクはほとんどすべての産業に影響を及ぼす分散不能なリスクであるため、多くの投資家は特別
な注意が必要だと考えている。例えば、組織の財務結果および経営実績を評価する際に、多くの投資家は、
そのような成果が達成されたガバナンスとリスクマネジメントの状況を把握したいと考えている。タスクフォースは、
ガバナンスおよびリスクマネジメントに関する提言に基づく開示は、この文脈の必要性に直接的に対応し、毎年
の財務報告に含めるべきだと考えている。 

タスクフォースは、戦略および指標と目標に関する提言に基づく開示については、情報が重要であると考えられ
る場合に、組織が毎年の財務報告にそのような情報を提供すべきであると考えている。4つの非金融グループ
に属し、年間収益が10億米ドル（USDE）相当を上回る個別の組織は、情報が重要とみなされず財務報
告に含まれていない場合、その他の報告書にその情報を開示することを検討すべきである。37 理由としては、
これらの組織は、その他の組織に比べて時の経過により財務的影響を受けやすいため、投資家はこれらの組
織がどのように戦略を展開するかをモニタリングすることに関心があるからである。 

 
 

 
35 財務報告とは、組織が業務を行う法的管轄区域の企業法令、コンプライアンス法、または証券法のもとで監査付財務結果を提出する必要がある年次報告書一式を指す。
報告要件は国際的に異なるが、財務報告には財務諸表やガバナンス・ステートメントや経営者の解説などのその他の情報が含まれている。 
36 タスクフォースは、気候関連事項が今後重要となる可能性のある組織に対し、一旦、気候関連事項が重要（マテリアル）であると判断された場合、財務報告にそのような情
報を記載するのを促進するため、財務報告以外で開示を始めるよう奨励する。 
37 タスクフォースは、4つの非金融グループに代表される業界でスコープ1および2のGHG排出量の90％超を占める組織を含んでいるため、10億米ドルの年間収益の閾値を選択
した（およそ15,000のうち約2,250の組織）。 
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タスクフォースは、アセット・マネージャーおよびアセット・オーナーによる報告が、顧客、受益者、規制当局、監督
機関のニーズを満たすことを意図しており、企業の財務報告とは一般的に異なる形式を採用していることを認識
している。アセット・マネージャーおよびアセット・オーナーは、関連があり実行可能な場合には、顧客および受益者
向けの既存の財務報告手段を、タスクフォースの提言を適用する目的で使用すべきである。同様に、アセット・マ
ネージャーおよびアセット・オーナーは、それぞれのマンデート（受託事項）の文脈での重要性と、顧客および受
益者にとっての投資パフォーマンスを考慮すべきである。38 

 
タスクフォースは、気候関連財務情報開示は適切な内部統制プロセスの対象とすべきだと考えている。これらの
開示は年次財務報告に含めるべきであるため、ガバナンスのプロセスは既存の財務報告に使用されるものと同
一とすべきであり、必要に応じて最高財務責任者および監査委員会によるレビューが必要と思われる。タスクフォ
ースは、いくつかの組織が、気候関連財務情報開示の一部または全部を、財務報告以外のレポートに含める可
能性があることを認識している。これは、組織が公開の財務報告書を発行する必要がないために発生する可能
性がある（例：一部のアセット・マネージャーおよびアセット・オーナー）。このような状況の場合、組織は、財務
報告に使用されているものと同じまたは実質的に同一の内部統制プロセスに従うべきである。 
 

c. 効果的な開示のための原則 

提言を下支えし気候関連財務報告の現在およ
び将来の進展を導くのに役立つよう、タスクフォー
スは、効果的な開示のため付録3 で詳しく説明
されている7つの原則を策定した（図6）。組織
が気候関連財務情報開示を策定する際に、原
則は、高品質で意思決定に役立つ開示を達成
するのに役立つ。その開示は、情報使用者が組
織の気候変動の影響を理解することを可能にす
る。タスクフォースは、組織が気候関連財務情報
開示を作成するとき、この原則を考慮することを
奨励している。 

 
タスクフォースの開示原則は、財務報告のための
国際的に受け入れられている枠組とほぼ一致し
ており、一般的に財務情報開示の大部分の提
供者に適用される。原則は、気候関連事項とガ
バナンス、戦略、リスクマネジメント、指標と目標と
の間の関係を明確にするのに組織を支援するよう
に設計されている。 

 
 
 
 

 
38 タスクフォースは、気候関連リスクの評価とマネジメントを支援するために、付属書 セクションDに記載されているように、アセット・マネージャーとアセット・オーナーに顧客と受
益者への報告にカーボンフットプリント情報を含めることを提言する。 

図 6 

効果的な開示のための原則  

 
   

1  開示は関連のある情報を提示すべきである  

2  開示は具体的かつ完全でなければならない 

3  開示は明瞭で、バランスがとれ、理解可能であ
るべきである 

 
   

7  開示はタイムリーに提供されるべきである  

5  開示は、セクター、産業界、またはポート 

フォリオ内の組織間で 比較可能であるべきである 

6  開示は信頼性が高く、検証可能で、 

     客観的であるべきである 

4  開示は経年で一貫しているべきである  

https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations
https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations
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2. すべてのセクターのためのガイダンス 

タスクフォースは、提言および推奨開示と整合的な、気候関連財務情報開示の作成におけるすべての組織を
支援するガイダンスを作成した。このガイダンスは、推奨開示を実施するための背景と示唆を提供することによ
り、情報作成者を支援する。組織が提言の下で開示する能力のレベルが異なることを認識しており、ガイダンス
は開示または考慮すべき情報の種類の説明を提供している。 

a. ガバナンス 

投資家、貸し手、保険会社、および気候関連財務情報開示のその他の情報使用者（まとめて「投資家およ
びその他のステークホルダー」と呼ばれる）は、組織の取締役会が気候関連事項を監督する際の役割と、それ
らの問題の評価とマネジメントを行う経営陣の役割に関心がある。このような情報は、気候関連事項が適切に
取締役会および経営陣の注目を受けているかどうかの評価に役立つ。 

 

ガバナンス 
気候関連のリスクと機会に関する組織のガバナンスを開示する。 

推奨開示 a) 

気候関連のリスクと機
会に関する取締役会の
監督について記述す
る。 

 

 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、気候関連事項に関する取締役会による監督について記述する際、以下の事項につ
いて考察することを検討すべきである。 
‒ 取締役会および/またはその委員会（例：監査委員会、リスク委員会、その他委員

会）が気候関連事項について報告を受けるプロセスおよび頻度  

‒ 取締役会および/またはその委員会が次の各項目に関する見直しや指示にあたり、気候
関連事項を考慮しているか。戦略、主要な行動計画、リスクマネジメント方針、年度予
算、事業計画ならびにパフォーマンス目標の設定、実施とパフォーマンスのモニタリング、主
要な資本的支出や買収、資産売却（ダイベストメント） 

‒ 取締役会が、気候関連事項に対処するためのゴールと目標に対する進捗状況をどのよう
にモニタリングし監督しているか 

推奨開示 b) 

気候関連のリスクと機
会の評価とマネジメント
における経営陣の役割
を記述する。 

 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、気候関連事項の評価とマネジメントに関連する経営陣の役割を記述する際、以下の
情報を含めることを検討すべきである。 
‒ 組織が経営陣レベルの職位または委員会に対し気候関連の責任を付与しているかどう

か。付与している場合、担当経営陣または委員会が取締役会またはその委員会に報告
するかどうか、またその責任には気候関連事項の評価やマネジメントが含まれているかどう
か 

‒ 関連する組織構造の記述  

‒ 経営陣が気候関連事項について報告を受けるプロセス 

‒ どのように経営陣が（特定の職位、および/または各経営委員会を通じて）気候関連
事項をモニタリングしているか 
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b. 戦略 

投資家やその他のステークホルダーは、気候関連事項が、短期・中期・長期にわたる組織の事業、戦略、財務
計画にどのように影響するかを理解する必要がある。組織の将来の業績に関する期待に対するものとして、このよ
うな情報が用いられる。 

戦略 
気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす実際の影響と潜在的な影響について、その情報
が重要（マテリアル）な場合は、開示する。 

推奨開示 a) 

組織が特定した、短
期・中期・長期の気候
関連のリスクと機会を記
述する。 

 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、以下の情報を提供すべきである。 
‒ 組織の資産またはインフラストラクチャーの耐用年数と気候関連事項は往々にして中長

期にわたり顕在化するという事実を考慮して、適切と思われる短期・中期・長期の時間
的範囲の記述 

‒ 時間的範囲（短期・中期・長期）ごとに、組織に重要（マテリアル）な財務への影響
を与える可能性のある具体的な気候関連事項の記述  

‒ どのリスクと機会が組織に重要（マテリアル）な財務への影響を与える可能性があるかを
判断するプロセスの記述 

組織は、セクターおよび/または地域別にリスクと機会の内容を適宜提供することを検討すべき
である。気候関連事項の記述に際しては、表 1 と 2 (p. 10–11)を参照すべきである。 

推奨開示 b) 

気候関連のリスクと機
会が組織の事業、戦
略、財務計画に及ぼす
影響を記述する。 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、推奨開示 a）を基に、特定した気候関連事項がその事業や戦略および財務計画に
どのように影響しているかについて考察すべきである。  
また、事業と戦略に関する以下の分野への影響も検討すべきである。 

‒  製品とサービス  
‒  サプライチェーンおよび/またはバリューチェーン 
‒  適応と緩和活動 
‒  研究開発関連投資 
‒  事業運営（事業の種類や施設の所在地を含む） 

組織は、気候関連事項がどのようにして財務計画策定プロセスに取り込まれるか、想定した期
間、および気候関連のリスクと機会の優先順位をどのように決めるのかを記述すべきである。組
織の開示は、経時的な価値創造能力に影響を与える要素の総合関係の全体像を反映すべ
きである。また、開示情報には、以下の分野の財務計画に対する影響を記載することも考慮す
べきである  

‒ 運営費用と収益 
‒ 資本的支出および資本配分 
‒ 事業買収または資産売却（ダイベストメント） 
‒ 資本調達 

組織の事業戦略や財務計画を開示するために気候関連のシナリオを使用する場合、当該シ
ナリオについても記述すべきである。 

タスクフォースは、すべてのセクターのためのガイダンスの戦略および指
標と目標の推奨開示を2021年10月に更新した。 
最新の2021年 付属書を参照のこと。 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf


気候関連財務情報開示タスクフォースの提言  最終報告書 21 

   
 

                                

A 

はじめに 

 
B 

気候関連のリス

ク、 機会、および

財務的影響 

 
C 

提言とガイダンス 

 
D 

シナリオ分析と気候

関連事項  

 
E 

検討した主要事項

と 更なる作業分野 

 
F 

結論  

付録 

戦略 
気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす実際の影響と潜在的な影響について、その情報
が重要（マテリアル）な場合は、開示する。 

推奨開示 c) 

2℃以下のシナリオを
含む異なる気候関連
のシナリオを考慮し
て、組織戦略のレジリ
エンスを記述する。  

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、2℃以下のシナリオに合致した低炭素経済への移行、およびその組織が該当する場
合は、物理的気候関連リスクの増加と整合したシナリオを考慮した上で、気候関連のリスクと機
会に対する自らの戦略にどの程度レジリエンスがあるかを記述すべきである。 
組織は以下の事項を検討すべきである。 

‒ 自らの戦略がどのように気候関連のリスクと機会の影響を受ける可能性があるか 
‒ そのような潜在的なリスクと機会に対処するために戦略をどのように変更する可能性

があるか 
‒ 検討に際し考慮された気候関連のシナリオと時間的範囲 

将来を展望した（フォワードルッキングな）分析にシナリオを適用する方法については、セクショ
ン D を参照のこと。 

 

c. リスクマネジメント 

投資家やその他のステークホルダーは、組織が気候関連リスクをどのように特定し、評価し、マネジメントし、それら
のプロセスを既存のリスクマネジメントプロセスに統合するかを理解すべきである。このような情報は、組織の全体的
なリスク側面とリスクマネジメント活動を評価する際の気候関連財務情報開示の情報使用者を支援する。 

 

リスクマネジメント 
組織がどのように気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするのかを開示する。 

推奨開示 a) 

気候関連リスクを特定
し、評価するための組
織のプロセスを記述す
る。 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、気候関連リスクを特定し、評価するためのリスクマネジメントプロセスを記述すべきであ
る。この記述の重要な側面は、組織が気候関連リスクのその他のリスクに対する相対的な重要
性を決定する方法である。 
組織は、気候変動に関連する現行および新規の規制要件（例：排出制限）ならびに他の
考慮された要因に配慮するかどうかを記述すべきである。 
組織はまた、以下の開示も検討すべきである。 
‒ 特定した気候関連リスクの潜在的な規模と範囲を評価するプロセス 

‒ 使用したリスク用語の定義、または用いた既存のリスク分類枠組の明示 

推奨開示 b) 

気候関連リスクをマネジ
メントするための組織の
プロセスを記述する。 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、気候関連のリスクを軽減、移転、受入、または制御する意思決定をどのように行うか
など、気候関連リスクをマネジメントするプロセスを記述すべきである。さらに、重要性（マテリアリ
ティ）の意思決定を組織内でどのように行っているかなど、気候関連リスクに優先順位を付ける
プロセスについても記述すべきである。 
気候関連リスクをマネジメントするためのプロセスを記述する際に、組織は 表 1 と 2 (p. 10–
11)などに記載されているリスクに適宜言及すべきである。 

推奨開示 c) 

気候関連リスクを特定
し、評価し、マネジメント
するプロセスが、組織の
全体的なリスクマネジメ
ントにどのように統合さ
れているかを記述する。 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするプロセスが、組織の全体的なリスク
マネジメントにどのように統合されているかを記述すべきである。 



https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf
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指標と目標  
その情報が重要（マテリアル）な場合、気候関連のリスクと機会を評価し、マネジメントするために使用される指標と
目標を開示する。 

推奨開示 c) 

気候関連のリスクと機
会をマネジメントするた
めに組織が使用する目

標、およびその目標に
対するパフォーマンスを
記述する。 

すべてのセクターのためのガイダンス 

組織は、今後予想される規制要件または市場の制約またはその他の目標に沿って、GHG 排
出量、水使用量、エネルギー使用量などの気候関連の主要目標を組織は記述すべきである。
その他の目標には、効率性や財務目標、財務損失の許容範囲、製品ライフサイクルを通じて
回避された GHG 排出量、または低炭素経済向けに設計された製品やサービスからの正味の
収益目標などがある。 
これらの目標を記述する際には、以下の記載を検討すべきである。 

‒ 目標が絶対量ベースであるか強度（原単位）ベースであるか 
‒ 目標が適用される時間軸 
‒ 進捗状況を測定する際の基準年 
‒ 目標の進捗状況を評価するのに使用している重要なパフォーマンス指標 

それが明白でない場合、組織は、目標と測定値を計算するために使用した方法論の説明を提
供すべきである。 

  

タスクフォースは、すべてのセクターのためのガイダンスの戦略および指
標と目標の推奨開示を2021年10月に更新した。 
最新の2021年 付属書を参照のこと。 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf
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D  シナリオ分析と気候

関連事項 



https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
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は全くないところで関係性や傾向を調査し、一方、定量的シナリオ分析では、モデルやその他の分析テクニックを
使用して測定可能な傾向や関係性を評価することができる。43 どちらも、将来の可能性のある展開の道筋にた
どり着く、内部的に一貫性があり、論理的で、かつ明示の前提条件および制約条件に基づいたシナリオに依存してい
る。 

図7に要約されているように、シナリオ分析が気候関連のリスクと機会の潜在的な影響を評価するための組織
にとって有用なツールである理由はいくつかある。 

 

2. 気候関連リスクへのエクスポージャー 

気候変動が特定のセクター、産業、個々の組織に及ぼす影響は非常に多様である。したがって、すべての組織
が、戦略計画およびリスクマネジメントプロセスにおいて基本レベルのシナリオ分析を適用することを検討すること
が重要である。移行リスクに著しい影響を受ける組織（例：化石燃料ベースの産業、エネルギー集約型の製
造業者、運輸）や、物理的リスクの影響をより受ける組織（例：農業、交通、インフラ構築、保険、ツーリズム
など）はより徹底的にシナリオ分析を考慮すべきである。 

 
43 例えば、Mark D. A. Rounsevell, Marc J. Metzger, Developing qualitative scenario storylines for environmental change assessment, WIREs Climate 
Change 2010, 1: 606-619. doi: 10.1002/wcc.63, 2010 and Oliver Fricko, et. al., Energy sector water use implications of a 2o C climate policy, 

Environmental Research Letters, 11: 1-10, 2016. を参照のこと。 
44 J.N. Maack, Scenario analysis: a tool for task managers, Social Analysis: selected tools and techniques, Social Development Papers, Number 36, 
the World Bank, June 2001, Washington, DC. 

 
図 7 

気候変動のシナリオ分析利用を考慮する理由 

1 シナリオ分析は、組織が気候変動のように以下のような特徴を持つ事項を検討するのに役立

つ。  

‒ 非常に不確実性の高い起こり得る結果（例：大気中のより高いレベルのGHG排出への気候

および生態系の物理的反応）  

‒ 中長期的に展開するであろう結果（例：タイミング、分布、低炭素経済への移行メカニズム）  

‒ 不確実性と複雑さによる、潜在的な破壊的影響 

2 シナリオ分析は、より構造化された方法で、従来通りのビジネス（BAU＝ビジネス・アズ・ユージ

ュアル）とは異なる展開を検討することによって、将来に関する組織の戦略的な対話を強化する

ことができる。 

重要なことは、可能性のある異なるシナリオ（気候に関連した影響が重大なシナリオを含む）に

わたって意思決定者の思考を広げることである。 

3 シナリオ分析は、気候変動が事業、戦略、財務に与える影響と、戦略や財務計画で考慮する

必要のある関連マネジメント措置の潜在的な範囲を整理し、評価するのに役立つ。これによ

り、将来の不確実な状況の中で、よりレジリエンスな戦略につながる可能性がある。 

4 シナリオ分析は、組織が外部環境をモニタリングする指標を同定し、環境が異なるシナリオ状態

（またはシナリオ経路に沿って異なるステージ）に向かっているときをより良く認識するのに役立

つ。これにより、組織は、戦略と財務計画を適切に再評価し調整する機会を得ることができる。44 

5 シナリオ分析は、投資家が組織の戦略や財務計画の堅牢性を理解し、組織間のリスクと機会を

比較するのに役立つ。 

 

http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC63.html
http://edepot.wur.nl/379788
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1121114603600/13053_scenarioanalysis.pdf
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a. 移行リスクへのエクスポージャー 

移行リスクシナリオは、バリューチェーン内で高いGHG排出量を持つ資源集約型組織にとって特に関連が深い。そ
こでは、排出削減、エネルギー効率、補助金や税制、その他の制約やインセンティブを目的とした政策行動、技
術、市場の変化、などが特に直接的に影響がある。 

主要なタイプの移行リスクシナリオは、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前に比べて2°Cより十分低く保つ
ことと整合した、エネルギーシステムの導入経路と排出量の軌跡が示されている、いわゆる2°Cシナリオである。
2015年12月には、約200の政府が気候変動の脅威に対するグローバルな対応を強化することで以下のように
合意した。「世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏2度高い水準を十分に下回るものに抑えるこ
と並びに世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1.5度高い水準までのものに制限するための努
力を追求する」。45 結果として、2°Cシナリオは、一般にパリ協定の目的に沿った共通の参考基準を提供し、セク
ター内の組織、かつセクター間にわたり、個々の組織への移行関連の影響の潜在的な規模とタイミングを投資家
が評価するのをサポートする。 

b. 物理的リスクへのエクスポージャー 

幅広い組織が、気候に関連する物理的リスクにさらされている。物理的な気候関連のシナリオは、特に、急性的ま
たは慢性的な気候変動にさらされた組織の以下のもの（こと）に関連がある。 

 長期性の固定資産 

 気候に敏感な地域（例：沿岸地域および洪水地域）における立地または運営 

 水の利用可能性に依存する 

 上記にさらされたバリューチェーン 
 
物理的リスクシナリオは、一般的に、2030年以前の中程度またはそれ以上のリスクの極端な気象脅威と、2030年
から2050年の間の物理的脅威の数および範囲の拡大を同定している。大部分のシナリオモデルは2050年を越え
る結果となっているが、組織は典型的には短期の物理的リスクシナリオの結果に焦点を定めており、それは、セクター
や組織によって異なるそれぞれの資産や負債の存続期間を反映している。 

 

3. シナリオ分析の推奨アプローチ 

気候関連リスクにさらされているすべての組織は、以下を考慮すべきであるとタスクフォースは考えている。（1）シナ
リオ分析を利用して戦略計画および財務計画プロセスを知らせること、（2）その戦略が蓋然性の高い気候関連シ
ナリオにどのようにレジリエントであるかを開示すること。タスクフォースは、多くの組織にとって、シナリオ分析は大部分が

定性的なものであることを認識している。しかし、移行リスクおよび/または物理的リスクにさらされた組織は、その事業
に影響を及ぼす主な要因および動向に関して、より厳密な定性的分析、そして、適切と思われる場合には、定量
的シナリオ分析を実施すべきである。 

シナリオ分析の重要な側面は、合理的と思われる将来の様相（有利なもの、不利なもの）の両方をカバーする一

連のシナリオ（1つだけではない）の選択である。これに関して、タスクフォースは、組織が、その状況に最も関連する
2つまたは3つのその他のシナリオに加えて、2°C以下のシナリオを利用することを推奨している。 

 

 
45 気候変動に関する国連枠組条約、「パリ協定」、2015年12月。 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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他のシナリオとして例えば、NDC（自国が決定する貢献＝Nationally Determined Contributions）、
物理的気候関連シナリオ、またはその他のチャレンジングなシナリオなどがある。46 NDCがエネルギーおよび/また
は排出経路のガイダンスとして一般的に受け入れられた法的管轄区域では、NDCは、気候関連のシナリオ分
析を行う際に、組織のシナリオ群に含めるべき特に有用なシナリオとなり得る。 

シナリオ分析の実施の初期段階または気候関連事項への限定的なエクスポージャーしかない組織に対しても、
タスクフォースは、組織の戦略と財務計画が、一連の気候変動シナリオに対して、いかにレジリエントか、定性的
な考え、向かう方向、などを開示することを推奨する。この情報は、投資家、貸し手、保険会社、およびその他
のステークホルダーが、将来の異なる可能性のある状態にわたる組織の将来見通し、戦略および財務計画の堅
牢性を理解するのに役立つ。 

気候関連事項にもっとも著しくさらされる組織は、情報使用者が分析プロセスと制約条件を理解できるようにする
ために利用するシナリオに関連する主要な前提条件と経路を明らかにすべきである。それは、描かれた結論に重
大な影響を及ぼす重要なパラメータや前提条件を理解するために特に重要である。その結果、タスクフォースは、
気候関連のエクスポージャーが著しく高い組織は、図8で説明されている要素の開示に懸命に努めるべきであると
考えている。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 タスクフォースの技術的補足「気候関連のリスクと機会の開示におけるシナリオ分析の利用」は、シナリオインプット、分析の前提と選択肢、潜在的インパクトの評価と提
示に関するより多くの情報を提供する。 
47 パリ協定の目的は、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏2度高い水準を十分に下回るものに抑えること並びに世界全体の平均気温の上昇を工業
化以前よりも摂氏1.5度高い水準までのものに制限するための努力を追求することである。IEAは、組織にとって有用となり得る1.5°Cシナリオを策定している。 

 
図8 

非金融組織の開示に関する考慮事項 

気候関連事項にもっとも著しくさらされる組織では、シナリオ分析の主要な側面（以下で説明するようなもの）を
開示することを検討すべきである。 

1 利用シナリオ（2℃以下のシナリオを含む）47
 

2 利用するシナリオの重要な入力パラメータ、前提条件、および分析上の選択肢。 
 以下のような要素を含む。 

‒ 可能な技術の対応とタイミングに関する前提条件（例：製品/サービスの進化、それらを生産するために使用される

技術、実装コスト） 

‒ 地域、国、資産の所在地、そして/また市場にわたる入力パラメータの潜在的な差異をめぐってなされた前提条件 

‒ 主要な前提条件に対するおおよその感応度 

 

3 短期・中期・長期のマイルストーンを含むシナリオに利用される時間軸（例：利用されるシナリオの下で将
来の潜在的な影響のタイミングをどのように組織が考慮するのか） 

 

4 組織の戦略のレジリエンスについての情報は以下を含む。考慮した多様なシナリオの下での戦略的パフォー
マンスへの影響、組織のバリューチェーンへの潜在的な質的影響もしくは方向性、資本配分の意思決定、
研究開発の対象、および組織の経営実績および/または財務ポジションへの潜在的な重要な財務的影響 
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4.シナリオ分析を適用する 

タスクフォースはシナリオ分析の複雑さやそれを実行するのに必要な潜在的な資源についても認識しているが、それで
も、組織はシナリオ分析を利用して気候関連のリスクと機会を評価することが奨励される。シナリオ分析を開始したば
かりの組織では、時の経過とともに進化していく定性的アプローチが適切かもしれない。48 シナリオ分析の経験が豊
富な組織では、データと定量的モデルの使用と分析の厳格さと洗練さが求められる。組織は、既存の外部シナリオお
よびモデル（例：第三者のプロバイダが提供するもの）を使用するか、独自の社内のモデル作成機能を開発するこ
とが決定できる。どの方法を選択するかは、組織のニーズ、経営資源、能力によって決まる。 

シナリオ分析を実施するにあたり、以下の達成に努めるべきである。 
 

 パラメータ、前提条件、分析アプローチ、および時間軸に関する透明性 

 異なるシナリオおよび分析的アプローチによる結果の比較可能性 
 
 方法論、前提条件、データソース、および分析論に関する適切な文書 

 経年での方法論の一貫性 

 シナリオ分析の実施、検証、承認、および適用に関する健全なガバナンス 

 シナリオ分析の効果的開示は、異なる可能性のある気候関連シナリオの下での組織戦略の
潜在的な影響の範囲とレジリエンスについて情報提供し、投資家と組織の間の建設的な対話を
促進する 

 

シナリオ分析を適用する場合、組織は、組織全体のレベルと、組織の気候変動の具体的な影響がある特定の地
域や市場レベルの両者において、戦略・資本配分・費用と収益の全般的な意味合いを検討すべきである。金融セ

クターの組織はシナリオ分析を使用して、個々の資産・投資、特定のセクター・地域に対する投資・資産、または保
険引受業務への気候関連シナリオの潜在的な影響を評価することを検討すべきである。 

タスクフォースの補足ガイダンスは、組織がシナリオ分析を利用する際に異なったレベルにあることを認識している。しか
し、組織がシナリオ分析を利用し、気候関連のリスクと機会を評価するために必要な組織としてのスキルと能力を開
発することは重要であり、組織が時の経過とともにシナリオ分析の利用を進化かつ深化させることを期待したい。その
目的は、投資家やその他のステークホルダーの理解を深めることを支援することである。 

 将来の世界で起こり得る異なる状況下における組織の戦略と財務計画の堅牢性の程度 

 気候関連リスクを緩和または適応するための機会と計画の優位性をとるために組織がどのよ
うに自らを位置付けているか 

 組織が、気候変動に関連する長期的なリスクと機会について戦略的に考えるために、どのよう
な取組を行っているか 

 
 

 
48 シナリオ分析を行うことを検討している組織は、感度分析とシナリオ分析は異なるが補完的なプロセスであることを認識し、シナリオ分析の先駆けとして主要な気候要因を中
心に異なる感度分析を行いたいと考えるかもしれない。 
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5.シナリオ分析の課題と便益 

シナリオ分析は、将来の異なる状況に対し、柔軟性ある堅牢な戦略計画を策定するための確立された方法であ

る。これまで議論したように（図7、p.26）これは、非常に不確実で、中長期的に展開し、潜在的に破壊的な可
能性のある事象を評価するのに特に有用である。シナリオ分析は、戦略上の問題をより正確に把握し、必要と思
われる潜在的なマネジメント活動の範囲を評価し、戦略的な対話で生産性を高め、外部環境をモニタリングする
指標を特定するのに役立つ。重要なのは、気候関連のシナリオ分析は、組織の戦略および事業レジリエンスに関
し、投資家とのより効果的なエンゲージメントの基盤を提供できることである。 

 
しかし、気候関連のシナリオ分析を実施することに課題がないわけではない。第一に、大部分のシナリオは、政策
立案者に情報を与えるよう、潜在的な気候関連影響のグローバルかつマクロ的な評価のために開発されている。こ
れらの気候関連シナリオは必ずしも、透明性、データ出力の範囲、およびツールの機能性の点で、ビジネスや投資
文脈で容易に使用できる理想的なレベルのものを提供するものではない。 

第二に、データの入手可能性やデータの精度もまた、異なる法的管轄区域や地域において、さまざまなエネルギー
や技術の在り方や炭素制約を評価しようとしている組織にとっては難しい課題となろう。 

第三に、潜在的な事業への影響を評価するための気候関連のシナリオ分析の利用はまだ初期段階にあることで
ある。一握りの大規模な組織や投資家の中には、戦略計画やリスクマネジメントプロセスの一環として気候関連の
シナリオ分析を利用している企業もあるが、多くの組織はその利用の調査を始めたばかりである。したがって、気候
関連のシナリオ分析の利用を進めるには、組織全体にわたって気候関連のシナリオ分析の経験と進め方を共有す
ることが重要である。この点で、組織は、組織間の情報や経験の相互交流を促進し、ツール、データセット、方法
論を共同で開発し、標準の設定に取り組むことで、重要な役割を果たすことができるかもしれない。多くの異なるセ
クターにまたがる組織は必然的に実践によって学ぶ必要がある。気候関連のリスクと機会の先見的な分析を行うた
めに、気候関連のシナリオを適用する方法について、その他の業界関係者や専門家からの指導を求めることも可
能であろう。 

これらの課題に対処し、気候関連のシナリオ分析の利用を進めるには、更なる作業が必要である。しかし、これら
の課題は解決できないものではなく、対応可能である。組織は、気候関連のリスクと機会の評価に関し重要なメリ
ットを獲得するために、早い時期にシナリオ分析を実行すべきであり、時の経過とともにツールやデータが進歩するに
つれて、その能力を向上させるべきである。 
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E 検討した主要事項と更なる作業分野 

タスクフォースメンバーの多様な視点と、500件を超える回答を得た2つの市中協議、数百の業界インタビュ
ー、いくつかのフォーカスグループ対話、複数のウェビナー（ウェブセミナー）などを含むアウトリーチ活動が、タ
スクフォースの提言に沿った開示の準備にあたり、さまざまな組織 ―金融と非金融の両者―が遭遇する課
題に対して貴重な知見を提供した。提言を策定し、最終決定を下すにあたり、タスクフォースは、これらの問
題とその他を検討し、情報作成者の開示の負担と、情報使用者（投資家・貸し手・保険会社）の一貫
性のある判断に役立つ情報ニーズのバランスを追求した。このセクションでは、タスクフォースが検討した重要
な事項、タスクフォースがこれらの事項に関連して受け取った重大な一般からのフィードバック、これらの事項
の最終処置、および場合によっては今後の作業を約束する分野を記述する。図9 は、独自の分析だけで
なく、一般のフィードバックを通じて、更なる研究と分析、または方法論と標準の開発が必要なものとして、タ
スクフォースが特定した分野をまとめたものである。 

 
 

49 2回目のコンサルテーションにおいて、組織は、提言された情報がどのように開示されるかをより良く理解するための開示例を求めた。タスクフォースは、これらの開示例の開発を今後の
課題として認識している。 

 
図9 

更なる作業のための主要な領域 

その他の報告イニシ

アティブとの関係 

標準設定機関やその他の組織が、フレームワークをより整合させるよう積極

的に取り組み、適用をサポートするよう奨励する。 

 

シナリオ分析 適用可能な2℃以下の移行シナリオをさらに発展させ、アウトプット、ツール、

およびユーザー・インターフェィスをサポートする組織が物理的リスクをシナリオ

ベースで評価するために広く受け入れられる方法論、データセット、ツールを開

発する。 

データセットとツールを一般公開し、シナリオ分析のための一般的なプラットフ

ォームを提供する。 

 

データの利用可能

性と品質と財務的

影響 

気候関連事項が金融および非金融セクターの組織にとって財務への潜在的

な影響にどのようにつながるかをより深く理解し、測定するための更なる調査と

分析を実施する。 

データ品質を向上させ、炭素資産のより良い定義付けと、より幅広い気候関連

のリスクと機会に対応する指標の開発を含め、金融セクターのための標準化し

た指標をさらに開発する。 

 

  例示的開示49 タスクフォースの提言に沿った開示を作成する際に情報作成者を支援するた

めの開示例を提供する。 
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1. その他の報告制度との関係 

タスクフォースのアウトリーチ活動を通じて、いくつかの組織は、複数の開示枠組と義務的な報告要件が開示取組

の業務上の負担を増大させる懸念を表明した。具体的には、新しい気候関連情報を分析し開示するために必要
となる追加的な時間、コスト、労力が対応能力の低い組織に不利益を与える可能性がある。 

タスクフォースは、提言の策定において、既存の自主的および義務的な気候関連の報告枠組を考慮し、既存の
枠組とタスクフォースの推奨開示との整合性について、付属書 に情報を提供している。それら既存の枠組には
CDP（旧名称：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）、CDSB（Climate Disclosure Standard 
Board：気候開示基準委員会）、GRI（Global Reporting Initiative：グローバル・レポーティング・イニシ
アティブ）、IIRC（The International Integrated Reporting Council：国際統合報告評議会）および
SASB（Sustainability Accounting Standards Board：米国サステナビリティ会計基準審議会）含まれ
る。タスクフォースは、その他の仕様の下での気候関連情報作成者は、タスクフォースの提言に基づいて開示情報
を作成する際に、既存のプロセスとコンテンツを使用することができるであろうと期待している。 
 
タスクフォースの提言は、既存の開示制度が時の経過とともにより緊密に整合するのをサポートする共通の原則を
提供する。情報作成者、情報使用者、およびその他のステークホルダーは、そのような整合性を推奨することは、
報告主体の負担を軽減し、断片化された開示を減らし、情報使用者に対してより優れた比較可能性を提供する
ため、それについての共通の関心を共有している。また、タスクフォースは、標準設定機関に、提言の適用および推
奨開示との整合性をサポートすることを奨励する。 

 

2. 開示の場所および重要性（マテリアリティ） 

可能性のある報告の場所を検討する際、タスクフォースは、G20諸国の気候関連開示のための既存の制度をレビ
ューした。多くのG20諸国は、気候関連情報開示を組織に要求する規則や規制的ガイダンスを持っているが、ほと
んどは気候関連財務情報に明示的には焦点を定めていない。50 さらに、これらの開示の場所は大きく異なり、
「規制当局への報告」から「サステナビリティ報告書」、「年次財務報告」にまたがっている（付録4 を参照）。 

タスクフォースはまた、G20諸国の上場会社に適用される財務報告要件を見直し、ほとんどのG20諸国において、
発行者は財務報告書において重要な情報を開示する法的義務を負っており、その中には気候関連の重要な情
報も含まれていることを明らかにした。そのような報告は、重要な情報の一般開示の形をとるかもしれないが、多くの
法的管轄区域では、財務報告の特定のセクション（例：リスク要因に関する議論）51 において重要な情報の
開示を求めている。 

タスクフォースは、そのレビューに基づき、気候関連財務情報の作成者が本来の（すなわち、公開）年次財務報
告にそのような開示を提供すべきであると判断した。52 タスクフォースは、本来の年次財務報告での気候関連の
財務情報の公表は、そのような開示の広範な利用を促進し、投資家およびその他の人々による気候関連事項の
十分な情報に基づく理解を促進し、株主とのエンゲージメントをサポートすると考えている。重要なのは、情報が重
要かどうかを判断する上で、組織が財務報告に含まれるその他の情報の重要性をどのように決定するかと整合し
て、気候関連事項の重要性を判断すべきだと考えていることである。さらに、タスクフォースはいくつかの気候関連リ
スクの長期的な性質の認識に基づいて、気候関連のリスクと機会が重要ではないと拙速的に結論してしまわない
よう、組織に警告している。 

 
50 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and CDSB, Climate Change Disclosure in G20 Countries: Stocktaking of Corporate 
Reporting Schemes, November 18, 2015. 
51 N. Ganci, S. Hammer, T. Reilly, and P. Rodel, Environmental and Climate Change Disclosure under the Securities Laws: A Multijurisdictional Survey, 

Debevoise & Plimpton, March 2016. 
52 気候関連の開示が財務報告の外で提供される場合、組織は、そのような報告書の公表を財務報告に合わせることが奨励される。 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
http://www.oecd.org/investment/corporate-climate-change-disclosure-report.htm
http://www.oecd.org/investment/corporate-climate-change-disclosure-report.htm
http://www.debevoise.com/insights/publications/2016/03/environmental-and-climate-change-disclosure
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図10 

アセット・オーナーによる報告 

アセット・オーナーの財務報告要件と実務は多様で、公募債や

株式を発行している企業に必要とされるものとは大きく異なる。ア

セット・オーナーには公開レポートのないものもあれば、広範な公

開レポートを提供するものもある。タスクフォースの提言を適用す

る目的で、アセット・オーナーは、関連し、実行可能な場合、受

益者やその他の人々に対する財務報告の既存のチャネルを使用

すべきである。 

アセット・マネージャーによる報告 

また、アセット・マネージャーによる顧客への報告は、顧客からの要

求事項および行われた投資のタイプに応じて、異なる形式をと

る。例えば、ミューチュアルファンドの投資家は、「ファンド・ファクトシ

ート」を四半期ごとに受け取るか、またはアセット・マネージャーのウ

ェブサイトからダウンロードすることができる。当該シートは、出資

持分価値ベースでの上位案件、収益ベースでの上位案件、およ

び設定したベンチマークに対する投資ポートフォリオのカーボンフッ

トプリントに特に焦点を定めて報告する内容のものである。分別

口座による投資家には、ベンチマークに対するポートフォリオの総

炭素強度（原単位）、ポートフォリオのグリーン収益との関連性

（およびその経年変化）、異なる気候シナリオ下でのポートフォリ

オのポジションについての情報といった、より詳細な報告を受けら

れる場合がある。タスクフォースは、アセット・マネージャーによる気

候関連のリスク報告は初期段階にあると評価しており、業界によ

る向上とイノベーションを奨励する。 

タスクフォースの2回目の市中協議の一環において、一部の組織が、重要性の評価に明確に結びついていない財務
報告の情報開示について懸念を表明した。タスクフォースは、重要性の評価に明確に結びついていない年次財務報
告の情報開示に関する組織のそうした懸念を認識している。しかし、タスクフォースは、提言のガバナンスおよびリスク
マネジメントに関連する開示は、毎年の財務報告で提供されるべきであると考えている。気候関連のリスクはほぼす
べてのセクターに影響を及ぼす分散不能リスクであるため、多くの投資家は特別な注意が必要と考えている。例え
ば、組織の財務および経営実績を評価する際に、多くの投資家は、そのような成果が達成されたガバナンスとリスク
マネジメントの状況を把握したいと考えている。タスクフォースは、提言のガバナンスおよびリスクマネジメントに関連する
開示は、この文脈の必要性に直接的に対応し、毎年の財務報告に含めるべきだと考えている。 
 
タスクフォースは、提言の戦略および指標と目標

に関連する開示については、情報が重要であると
考えられる場合に、組織が毎年の財務報告にそ
のような情報を提供すべきであると考えている。 
一定の組織 ― 年間収益が10億米ドル
（USDE）相当を上回る4つの非金融グループ 
― は、情報が重要とみなされず財務報告に含ま
れていない場合、提言のこれらに関連する情報を
その他の報告書に開示することを検討すべきであ
る。53、54 これらの組織は、大量のGHG排出やエ
ネルギーや水への依存度が高いため、時の経過と
ともに財務への影響を受ける可能性が高いので、
投資家は組織の戦略がどのように進化するかをモ
ニタリングすることに関心がある。 

さらに、タスクフォースは、アセット・マネージャーおよ
びアセット・オーナーによる顧客および受益者への
報告が、主に財務報告の主流以外で行われて
いることを認識している（図10）。タスクフォース
の提言を適用する目的で、アセット・マネージャー
およびアセット・オーナーは、関連し、かつ実行可

能な場合には、顧客および受益者に財務報告
の既存のチャネルを使用すべきである。 
同様に、アセット・マネージャーおよびアセット・オー
ナーは、顧客および受益者のためのそれぞれのマ
ンデート（受託事項）および投資実績の文脈の

中で重要性を考慮する必要がある。 
 
 
 
 

 
53 タスクフォースは、4つの非金融グループに代表される業界でスコープ1および2のGHG排出量の90％超を占める組織を含んでいるため、10億米ドルの年間収益の閾値を
選択した（およそ15,000のうち約2,250の組織）。 
54  「その他の報告書」は、少なくとも年1回発行され、広く配布され、投資家およびその他の人々が利用できるその他の公式な報告書であり、財務報告に用いられているも
のと実質的に類似の内部統制プロセスに従う。 
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3. シナリオ分析 

タスクフォースの2回目の市中協議の中で、多くの組織はシナリオ分析がリスクを評価し、気候変動の潜在的意味合
いを理解するのに役立つツールであると述べた。しかし、タスクフォースの提言とガイダンスを改善できる分野も指摘さ
れた。特に、組織はタスクフォースに対し、組織が使用する標準化された気候関連シナリオを特定し、開示すべきシ
ナリオに関連する情報を明確にするよう依頼した。また彼らは、開示や気候関連のシナリオ分析に関する期待は、報
告組織の規模に比例し、小規模な組織にとっては負担とならないものであるべきと指摘した。さらに、戦略に関連す
る開示は、気候関連の影響の将来のタイミングと規模についての高い不確実性を考慮すると訴訟のリスクが高い可
能性があると指摘した。 
 
タスクフォースは提言とガイダンスを最終決定するにあたり、2℃以下のシナリオに沿った低炭素経済への移行、およ

び関連する場合、より極端な物理的リスクと整合性のとれたシナリオを考慮して、組織はその戦略が気候関連のリス
クと機会に対し、どのようにレジリエントであるかを説明すべきであることを明確にした。組織規模と報告作成の在り方

に対する懸念に対処するため、タスクフォースは、より堅牢なシナリオ分析を実施し、戦略のレジリエンシーについての
追加情報を開示すべき4つの非金融グループの組織に対して（10億米ドルの年間収益の）閾値を設定した。 

組織が使用する特定の標準化された、もしくは参考的な気候関連シナリオを推奨する課題について、タスクフォース
のメンバーは、このようなアプローチは直感的には魅力的であるが、現時点では実用的な解決策ではないとの意見に
同意した。既存の一般に利用可能な気候関連のシナリオは、異業種間または業界内の組織間で一貫して容易に
適用できるように、構造化または決められてはいないからである。 

タスクフォースは、シナリオ分析を戦略計画プロセスに組み込むことは、組織が「実践によって学ぶ」ことになるため、時
の経過とともに改善されると認識している。この分野の進展を促進するために、以下のような今後の作業を奨励す
る。 

 アウトプット、ツール、ユーザー・インターフェィスを支援しつつ、特定の業種や地域に適用可能な2℃以下の移
行シナリオをさらに開発する 

 組織が物理的リスクをシナリオベースで評価するために広く受け入れられる方法論、データセット、ツールの開
発 

 組織による利用を促進し、組織の取引コストを削減し、技術的専門知識の観点から法的管轄区域間のギ
ャップを最小限にし、組織による気候関連リスクアセスメントの比較可能性を高め、投資家のための比較可
能性を確保するために、こうしたデータセットとツールを公的に利用可能なものとする 

 気候関連シナリオの作成者と使用者のために、業界別の（財務的および非財務的）特徴をより考慮した
ガイダンスを作成する 

 

4. データの利用可能性と質、そして財務的影響 

タスクフォースは、GHG排出量、エネルギー使用量、および水使用量で最も大きな割合を占める4つの非金融グル
ープの補足ガイダンスを策定した。この補足ガイダンスの中に、タスクフォースは、気候関連のリスクと機会の潜在的な
財務的影響を示唆する要因に関するいくつかの例示的な指標を含めた。2回目の市中協議の中で、いくつかの組
織が、以下のような例示的な指標と共通テーマに関するフィードバックを提供した。（1）指標の比較可能性と一貫

性の向上、（2）指標と気候関連のリスクと機会の関連の明確化、（3）指標の簡素化、（4）主要な指標の
計算方法を含む、指標に関する追加のガイダンスの提供。彼らはまた、金融セクターにおける標準化されたデータ 
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と指標の欠如についての懸念を提起した。そのことは、意思決定に役立つ指標を開発する情報作成者の能力と、情
報使用者の組織全般の指標を比較する能力を複雑にするとの懸念を提起したのである。 

タスクフォースは、以下に述べるように、これらの懸念だけでなく、データの利用可能性と質に関連するより広い課題を
認識している。 

 スコープ3 排出量および製品ライフサイクル排出を含む各種排出量測定方法のギャップが、信頼性の高い

正確な見積りを困難にしている55、56 

 資産とプロジェクトレベルでの、気候関連のリスクと機会が潜在的に及ぼす影響を定量化するための堅牢で
費用対効果の高いツールがないと、組織の事業や投資ポートフォリオ全体での集計が困難でコストがかかる 

 異なるセクターや市場間の気候に関連した影響の多様性を考慮する必要性は、気候関連の潜在的な財
務への影響を評価するプロセスをより複雑にする（コスト増をもたらす）。気候関連のリスクのタイミングと規
模については不確実性が高いため、潜在的な影響を正確に判定して開示することが困難である 

 
 
補足ガイダンスを完成させるにあたって、タスクフォースは指標の重複に対処し、非財務の指標の表を簡略化したこと、
一貫した用語の使用を確実にしたこと、指標、気候関連のリスクと機会、潜在的な財務への影響の関連を明らかにし
た。さらに、タスクフォースは、セクターや産業界の専門家が以下のリサーチと分析を進めることを奨励する。（1）気候
関連事項が財務への潜在的な影響にどのように関連するかをより良く理解し、測定すること、（2）炭素関連資産の
より良い定義を含む、金融セクターのための標準化された指標を開発する、（3）気候関連のリスクと機会に対する
組織の理解を高める。こうした理解は、データの利用可能性の質に関するより広い課題に関連しているため、タスクフォ
ースは、情報作成者に気候関連事項の評価の一環として行われたギャップ、制約条件、前提条件についての記述を
開示に含めることを奨励する。 
 

5. 投資に伴うGHG排出量 

タスクフォースは、2016年12月14日に発行したアセット・オーナーおよびアセット・マネージャーの補足ガイダンスにおい
て、各ファンド、金融商品、投資戦略に関連して、いずれも投資した報告通貨100万ドル当たりのGHG排出量につ
いて情報を提供するよう要請した。タスクフォースの市中協議や情報作成者との議論において、アセット・オーナーやア
セット・マネージャーの中には、自らや顧客の投資に関連するGHG排出量の測定、報告にかかる既存のデータ制約や
会計手引きの問題から、GHG排出量の報告に懸念を表明する者もいた。特に、報告データの正確さと完全性、公
開株式以外の資産クラスへの指標の限定的適用について懸念を表明した。また、投資に伴うGHG排出量を投資判
断の唯一の指標として用いることができないこと（すなわち、追加的な指標が必要）や、測定方法に投資家の持分
出資割合を用いているため株価の変動に左右され得ることが指摘された。57 

受け取ったフィードバックを考慮して、アセット・オーナーおよびアセット・マネージャーの補足ガイダンスでは、タスクフォース
は、投資に関連するGHG排出量指標を加重平均炭素強度指標に置き換えた。タスクフォースは、炭素強度（原単 

 
55 スコープ3の排出量は、上流と下流の排出量の両方を含む、報告会社のバリューチェーンで発生するすべての間接排出である。「GHGプロトコル」の「計算ツール、FAQ」を
参照。 
56 製品ライフサイクル排出とは、原材料、製造、輸送、保管、販売、使用、廃棄からの排出を含む、特定の製品の生産と使用に関連するすべての排出である。「GHGプロ
トコル」の「計算ツール、FAQ」を参照。 
57 この指標は総株式の投資家の持分比率を使用するため、基礎となる企業の株価の上昇率は、それ以外は変化がなくても、GHGの排出量は変わらないもののカーボンフ
ットプリント値の減少に帰着する。 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq
http://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq
http://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq
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位）の高い企業のエクスポージャーを測定する加重平均炭素強度指標は、挙げられた多くの懸念に対応するものと
考えている。例えば、この指標は全資産クラスにわたり適用可能で、計算が実に簡単で、総株式の投資家の持分
比率を用いず、したがって株価変動に感応しない。 

 
タスクフォースは、現在のカーボンフットプリント指標について、必ずしもリスク指標として解釈されるべきではないことも
含めて課題と限界を認識している。それにもかかわらず、タスクフォースは、加重平均炭素強度の報告を第一歩とみ

なし、意思決定に役立つ気候関連のリスク指標の開発における重要な進歩を促すために、この情報の開示を期待
している。これに関して、タスクフォースは、アセット・オーナーとアセット・マネージャーが、意思決定に役立つと考えられ
るその他の指標を、使用した方法論の記述とともに提供することを奨励する。タスクフォースは、一部のアセット・オー
ナーとアセット・マネージャーが、データの利用可能性と方法論的な問題を考慮して、投資の一部のみについて加重
平均炭素強度とその他の指標を報告する可能性を認識している。それにもかかわらず、この種の情報を報告する組
織の数が増えると、より良い気候関連のリスク指標の開発が促進されるはずである。 
 

6. 報酬 

エネルギーグループの補足ガイダンスでは、タスクフォースは、報酬方針へのリンクを含むパフォーマンス指標が気候関
連のリスクと機会を考慮しているかどうか、またどのように考慮しているかについて開示を検討するよう求めた。タスクフォ
ースは、2回目の市中協議の一環で、ガイダンスをエネルギーグループ以外の組織にも拡げるべきかどうか、またそうで
あればどのタイプの組織に拡げるべきかを尋ねた。この問題についてコメントした大半の組織は、ガイダンスをその他の
組織にも拡大すべきだと回答し、気候関連のリスクの影響を受けやすい組織にガイダンスが適用されるべきであると
提案した。受け取ったフィードバックを考慮して、タスクフォースは、気候関連リスクが重要な場合、関連するパフォーマ
ンス指標が報酬方針に組み込まれているかどうか、どのように反映されているかを組織に質問するガイダンスに改訂し
た。 
 

7. 会計上の考慮事項 

タスクフォースは、その作業の一環として、提言と既存の財務諸表および開示事項との相互のつながりを考慮した。タ
スクフォースは、2つの主要会計標準設定機関であるIASB（国際会計基準審議会）とFASB（米国財務会計
基準審議会）が、企業に影響を及ぼすリスクと不確実性に対処する標準を発表した旨を確認した。国際会計基
準（IAS）第37号「引当金、偶発債務および偶発資産」および米国会計基準体系（ASC）450「偶発事象」
は、偶発事象の会計処理および開示の方法に関する指針を提供している。さらに、IAS第36号「資産の減損」およ
びASC360「長期性の資産減損」は、長期性資産の減損を評価するための指針を示している。偶発事象および経
営陣による長期性資産の潜在的な減損評価にかかる情報開示は、企業等の将来的な利益やキャッシュフロー目

標の達成可能性についてのステークホルダーの理解を深める観点で、極めて重要である。 

大半のG20諸国における財務担当幹部は、タスクフォースの提言を適用することにより気候関連リスクが企業等に
及ぼし得る現在および将来にわたる財務的影響に関する指標を含めた、より定量的な財務情報開示につながるも
のと想定している。具体的には、気候変動の悪影響による資産の減損や、規制強化がもたらすペナルティ等を考慮
した追加的な負債計上につながる可能性がある。さらに、営業キャッシュフロー、純利益、資本へのアクセスも、すべ
て気候関連のリスク（および機会）の影響を受ける可能性がある。したがって、気候関連のリスクと機会の評価、 
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リスクマネジメントと機会の最大化に向けた取組には、財務担当幹部（例：最高財務責任者・CFO、最高会計
責任者・CAO、会計監査役）が関与する必要がある。最後に、気候関連のリスクと機会に対する組織の戦略の
レジリエンスを評価するために実施されたシナリオ分析（タスクフォースの提言が提案した）と、資産（のれん、無
形資産、および固定資産）の減損を評価するために使用されるキャッシュフロー分析の前提条件との関連性を慎
重に考慮すべきである。 
 

8. 短期・中期・長期の時間軸 
タスクフォースの2回目の市中協議の一環で、いくつかの組織は、短期・中期・長期の具体的な範囲を定義するよ
うタスクフォースに要請した。気候に関連した組織への影響のタイミングがさまざまであるため、タスクフォースは、すべ
てのセクターにわたる短期・中期・長期の時間軸を特定することは、個々の事業特有の気候関連のリスクと機会に
対する組織の検討を妨げる可能性があると考えている。したがって、タスクフォースは、時間軸を定義しておらず、資
産の寿命、直面している気候関連リスクの特徴、および事業運営しているセクターや地理的所在に応じて、情報
作成者が独自の時間軸をどのように定義するかを意思決定することを奨励する。 

気候関連事項を評価するにあたって、組織は評価を実施するために使用した時間軸に敏感でなければならない。
多くの組織は、運用および財務計画を作るにあたり1年から2年、戦略および資本計画に2年から5年の期間にわ
たり実行しているが、気候関連リスクは、より長期にわたって組織に影響を及ぼす可能性がある。したがって、気候
関連リスクを評価する際には、組織が適切な時間軸を検討することが重要である。 
 

9. 対象の範囲 

十分な情報に基づく投資、貸付、保険引受の意思決定を推進するため、タスクフォースは、公募債および/または
株式を発行しているすべての金融機関等や非金融組織が提言を適用することを推奨する。58 気候関連のリスク
と機会はすべてのセクターにわたり関係があるため、タスクフォースは、すべての組織が提言を適用することを奨励す
る。さらに、タスクフォースは、アセット・マネージャー、および公的・民間の年金制度、基金、財団を含むアセット・オ
ーナーが、提言を実施すべきであると考えている。タスクフォースは、アセット・マネージャーの顧客やアセット・オーナー
の受益者に、気候関連の財務情報を提供し、資産のパフォーマンスをより良く理解し、投資のリスクを考慮し、十

分な情報に基づいた投資選択肢を提供すべきであると考えている。 

アセット・オーナーは、既存のグローバル・スチュワードシップ枠組と整合的に、提言の適用を促進するために投資先
組織とエンゲージメントすべきである。また、利用するアセット・マネージャーに提言を適用するよう求めるべきである。
データの利用可能性と品質が向上し、気候関連リスクの理解が高まり、リスク測定手法がさらに発展するにつれ
て、開示組織やアセット・マネージャーからの気候関連のリスク報告に関連するアセット・オーナーの期待は進化する
だろう。 

タスクフォースは、いくつかのアセット・オーナーが、アセット・マネージャーや対象とする組織によるタスクフォースの提言

の適用を確実にすることへの潜在的な「警察機関」として特定されることへの懸念を表明したことを認識している。
タスクフォースは、期待は合理的でなければならず、アセット・オーナーには多くの競合する優先事項があることは認 

 
58 気候関連の財務開示の閾値は、作成者が設立され、および/または運営され、財務上の開示が求められる法的管轄区域において、財務開示要求事項に一層幅広

く対応すべきである。 



気候関連財務情報開示タスクフォースの提言  最終報告書                           
サステナビリティ日本フォーラム私訳（未定稿） 

39 

   
 

                                 

A 

はじめに 

 
B 

気候関連のリス

ク、 機会、および

財務的影響 

 
C 

提言とガイダンス 

 
D 

シナリオ分析と気候

関連事項  

 
E 

検討した主要事項

と更なる作業分野 

 
F 

結論  

付録 

識しているが、それでも提言の適用の促進を手助けすることを評価する。アセット・オーナーとアセット・マネージャーは
インベストメントチェーンの最上位に位置しているため、より良い気候関連財務情報開示の提供のために、投資先
組織に影響を及ぼす重要な役割を担っている。  
 

10. 組織のオーナーシップ（当事者意識） 

いくつかの組織は、気候関連のリスク評価とマネジメントの責任を正式なものにしていない。気候関連事項に関する
責任を明確に割り当てた組織であっても、気候関連リスクに責任を負うもの（例：「環境、社会、ガバナンス」の専
門家、最高投資責任者）と財務担当者の関係はさまざまであり、定期的にスケジュール化された交流と情報交換
から、最小限の交流、交流なし、まで幅広い。何名かの情報作成者によれば、気候関連のリスク評価とマネジメント
の責任の明確さの欠如は、組織の財務報告プロセスへの統合が欠如していることと合わさって、提言の実施に悪影
響を及ぼす可能性がある。 

タスクフォースは、気候関連財務情報を公的な財務報告の中で開示することを奨励することにより、組織の気候関
連のリスク専門家と財務機能との間の協調関係が改善されると考えている。組織が戦略的および財務的な計画策
定にサイバーセキュリティの問題を取り入れるように進化しているのと同様に、気候関連事項についても進化させるべ
きある。 
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F 結論 
タスクフォースの提言は、本来の財務報告における気
候関連事項の改善された報告のための基盤であり、
いくつかの便益をもたらす（図11に概要を示す）。
提言は野心的であることを目指すが、短期間の適
用にも実用的である。タスクフォースは、組織、投資
家、その他が開示された情報の質と一貫性に貢献
するにつれて、気候関連のリスクと機会の報告が時
の経過とともに進化すると期待している。 

 

1. 気候関連財務情報開示の進化 

タスクフォースは、課題が存在するが、すべてのタイプ
の組織が提言に沿った開示を作成することができるこ
とを認識している。提言は、即座に導入するための
基盤を提供し、進化中の実務慣行に対応するのに十分な柔軟性を備えている。理解、データ分析法、気候関連事
項のモデリングがより広範になるにつれて、開示はそれに応じて成熟する可能性がある。 

既にその他の枠組の下で気候関連の財務情報を報告している組織は、この枠組の下で、すぐに開示する立ち位置にお
り、そうすることが奨励される。そのような組織にとって、これらの体制下での開示に必要なプロセスの開発と情報収集に
は、多大な努力が払われてきている。タスクフォースは、これらの組織が、タスクフォースの提言に基づいて年次財務報告
の開示を行う際に、既存のプロセスを使用できると期待している。59、60 経験の少ない組織は、気候関連事項が、現在
のガバナンス、戦略、およびリスクマネジメント業務とどのように関連する可能性があるかを検討し開示することから始めて
もよい。この最初の開示レベルは、気候関連事項と財務への潜在的な影響を開示組織がどのように検討するかを、投
資家がレビュー、認識、理解することを可能にする。 

重要なのは、タスクフォースは、組織が国の開示要件に従って財務開示を行う必要があることを認識していることである。
提言の特定の要素が財務報告のための国の開示要件と両立できない場合、タスクフォースは、組織がその他の公式な
報告書を通じてそれらの要素を開示するよう奨励する。このようなその他の報告書は、少なくとも年1回発行され、投資
家やその他の人々に広く配布され、利用可能であり、財務報告に使用されているものと同じまたは実質的に同一の内
部統制プロセスの対象となる、企業の公式な報告書であるべきである。 
 

2. 広範な適用が極めて重要 

タスクフォースの見解では、提言の成否は、金融および非金融グループ内の組織による早期かつ広範な適用に左右され
る。広く適用されることにより、気候変動に関連する財務上のリスクと機会は、組織のリスクマネジメントと戦略計画プロ
セスの自然な一部分になる。 

 

 
59 タスクフォースは、財務報告の構造と内容が法的管轄区域によって異なることを認識しており、したがって、組織は推奨開示を財務報告にどこでどのように組み込むべきかを意思

決定する最良の立ち位置にいると考えている。 
60 タスクフォースは、気候関連事項が今後重要となる可能性のある組織に対し、一旦、気候関連事項が重要であると判断された場合、財務報告にそのような情報を記載するの
を促進するため、財務報告以外で開示を始めるよう奨励する。 

図11 

提言の便益  

 即座に導入するための基盤と進化中の実務慣行に対

応できる柔軟性 

 気候関連事項に関する取締役会および経営陣の関
与を促進する 

 シナリオ分析を通じて、課題の「将来」の状態を現在に
もたらす 

 気候関連リスクへのエクスポージャーについて金融セクタ
ーの理解を支援する 

 財務的影響について、意思決定に有用な、将来情

報を要請するよう設計されている 
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こうしたことが実現すれば、低炭素経済への移行リスク・物理的リスクに伴う潜在的な財務への影響についての組織
や投資家の理解が深まり、情報がより意思決定に役立ち、リスクと機会のプライシングがより正確になり、資本のより
効率的配分が可能になる。図12 は、実装可能な道筋の概要を示している。 
 
提言が広く適用されるには、G20とその加盟国の指導力が継続して必要となる。そのような指導力は、提言と地球
規模の気候目的の達成との間の関連付けを継続するために不可欠である。金融安定理事会のリーダーシップは、
金融システムの機能強化のための気候関連のより良い財務開示の重要性を強調するためにも不可欠である。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タスクフォースはその作業を単独で行っているわけではない。証券取引所、投資コンサルタント、信用格付機関などを
含むさまざまなステークホルダーが、提言の適用に価値ある貢献を提供することができる。タスクフォースは広範な適
用のために、気候関連財務情報を開示する組織と、財務上の意思決定にこれらの開示を使用する組織の教育を
含む、この基準への支援運動が必要であると考えている。この目的のために、タスクフォースは、金融安定理事会と
G20当局による強力な支援が実施にプラスの影響を与えると考えている。タスクフォースの2018年9月までの延長

により、タスクフォースは提言の適用を促し、金融安定理事会とG20当局が気候関連財務開示の促進を推進する
のを支援する。 

図12 

実装の道筋（例） 

金融システムにおける炭素関連資産の集中と気候
関連リスクへの金融システムのエクスポージャーの幅
広い理解 

導入の拡大、提供される情報のさらなる開発
（例：指標やシナリオ分析）、情報利用の

成熟度向上 市場参加者のためのより完全で一貫
性のある比較可能な情報、透明性の
向上、気候関連のリスクと機会の適
切なプライシング 

組織は財務報告で開示し

始める 

情報使用者と情報作成者の両者が、
気候関連事項は事業と投資の本来の
考慮事項とみなしている 

TCFDの最終報
告書リリース 

既にその他の枠組の下で報告している企業が、タスクフォースの提言を実施する。他
の企業は、事業内の気候関連事項を考慮する 

横軸 5年間の時間軸 

縦
軸

 適
用

数
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付録 1：タスクフォースのメンバー 
 

   会長および副会長  
 

Michael Bloomberg 

Chair 

Founder 

Bloomberg LP and Bloomberg Philanthropies 

 

Denise Pavarina 

Vice Chair 

Executive Director 

Banco Bradesco 

 

Christian Thimann 

Vice Chair 

Group Head of Regulation, Sustainability, and 

Insurance Foresight 

AXA 

 
 
 

 
Graeme Pitkethly 

Vice Chair 

Chief Financial Officer 

Unilever 

 

Yeo Lian Sim 

Vice Chair 

Special Adviser, Diversity 

Singapore Exchange 

 

   メンバー  
 

Jane Ambachtsheer 

Partner, Chair – Responsible Investment 

Mercer 

 
Wim Bartels 

Partner Corporate Reporting 

KPMG 

David Blood 

Senior Partner 

Generation Investment Management 

Koushik Chatterjee 

Group Executive Director, Finance and Corporate 

Tata Group 

Liliana Franco 

Director, Accounting Organization and Methods  

Air Liquide Group 

 
Neil Hawkins 

Corporate Vice President and Chief Sustainability 

Officer 

The Dow Chemical Company 

Diane Larsen 

Audit Partner, Global Professional Practice EY 

Mark Lewis 

Managing Director, Head of European Utilities 

Equity Research 

Barclays 

Matt Arnold 

Managing Director and Global Head of Sustainable 

Finance 

JPMorgan Chase & Co. 

Bruno Bertocci 

Managing Director, Head of Sustainable Investors 

UBS Asset Management 

Richard Cantor 

Chief   Risk   Officer,   Moody’s   Corporation 

Chief Credit Officer, Moody’s Investor Service 

Eric Dugelay 

Global Leader, Sustainability Services 

Deloitte 

Udo Hartmann 

Senior  Manager,  Group  Environmental  Protection 

& Energy Management 

Daimler 

Thomas Kusterer 

Chief Financial Officer 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

 
Stephanie Leaist 

Managing Director, Head of Sustainable Investing 

Canada Pension Plan Investment Board 

Eloy Lindeijer 

Chief, Investment Management, member 

Executive Committee 

PGGM 
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   メンバー（続き）  

 

Ruixia Liu 

General Manager, Risk Department 

Industrial and Commercial Bank of China 

Giuseppe Ricci 

Chief Refining and Marketing Officer 

ENI 

Andreas Spiegel 

Head Group Sustainability Risk 

Swiss Re 

Fiona Wild 

Vice President, Sustainability and Climate Change 

BHP Billiton 

 
Jon Williams 

Partner, Sustainability and Climate Change 

PwC 

Masaaki Nagamura 

Head, Corporate Social Responsibility 

Tokio Marine Holdings 

Martin Skancke 

Chair, Risk Committee 

Storebrand 

Steve Waygood 

Chief Responsible Investment Officer 

Aviva Investors 

Michael Wilkins 

Managing Director, Environmental & Climate Risk 

Research 

S&P Global Ratings 

Deborah Winshel 

Managing Director, Global Head of Impact 

Investing 

BlackRock 
 

   スペシャルアドバイザー  
 

Russell Picot 

Chair,  Audit  and  Risk  Committee,  LifeSight 

Board Chair, HSBC Bank (UK) Pension Scheme 

Trustee 

Former Group Chief Accounting Officer, HSBC 

 

   事務局  
 

Mary Schapiro 

Special Advisor to the Chair 

Former Chair, U.S. Securities and Exchange 

Commission 

Curtis Ravenel 

Global Head, Sustainable Business & Finance 

Bloomberg LP 

Stacy Coleman 

Managing Director 

Promontory Financial Group, an IBM Company 

 

Mara Childress 

Principal 

Promontory Financial Group, an IBM Company 

 
 
 
 

Didem Nisanci 

Managing Director 

Promontory Financial Group, an IBM Company 

Jeff Stehm 

Director 

Promontory Financial Group, an IBM Company 

 

Veronika Henze 

Head of Communications 

Bloomberg New Energy Finance 

   オブザーバー  
 

Susan Nash 

Member of Secretariat 

Financial Stability Board 

Rupert Thorne 

Deputy to the Secretary General 

Financial Stability Board 

Joe Perry 

Member of Secretariat 

Financial Stability Board 
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付録2：タスクフォースの目的と進め方 

 
1. 目的 

タスクフォースは、提言の開発を通じて、この作業が以下を確実にするため主要なステークホルダーとエンゲージメン
トを行った。（1）既存の開示制度全体にわたり連携を促進すること、（2）気候関連財務開示の情報使用者

の視点と開示作成者の懸念を考慮すること、（3）組織により財務報告において効率的に実施されること。 
 

2. 進め方 

メンバーの専門知識に加えて、既存の自主的、義務的な気候関連の報告枠組、ガバナンスおよびリスクマネジメ
ント基準、政府報告書および研究、専門家資源、および産業界の参加者、業界団体、非政府組織（NGO）
などその他のステークホルダーを含む幅広い外部リソースが、タスクフォースの提言に情報をもたらした。 

a. 専門知識の活用 

タスクフォースのメンバーは、大手金融会社、大手非金融会社、会計・コンサルティング会社、信用格付機関など
幅広い企業からの参加で、一連の実践的な経験、専門知識、および気候関連財務開示を作成、利用すること
についてグローバルな視点をもたらした。タスクフォースのメンバーは、8回の全体会議を通じ、気候関連財務情報
開示のために、コンセンサスに基づく業界主導の進め方の展開に大きく貢献した。 

タスクフォースは、技術的にチャレンジングで幅広い作業のために、特にシナリオ分析に関連して、気候変動分野の
専門家からの意見提供を求めた。タスクフォースは、シナリオ分析に関する技術的補足 ― 気候関連のリスクと機
会の開示におけるシナリオ分析の利用― を作成することによる作業へのインプットのため、環境資源マネジメント社
（ERM）とエンゲージメントした。2度投資イニシアティブ（2°ii）、ブルームバーグ新エネルギー・ファイナンス
（BNEF）、ブルームバーグ定量的リスク専門家、カーボン・トラッカー、CDP、ロンドン政治経済学院の代表が加
わり、タスクフォースの何名かのメンバーは、ERM社の技術的な検討を監督するワーキンググループを率いた。オック
スフォード・マーティン・スクールの専門家とのワークショップも開催された。さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、
シナリオ分析の実施および利用方法に関する情報を提供した。 

b. 研究および情報収集 

タスクフォースの作業では、出版物や政府・NGO・業界参加者によって実施された研究、ならびに気候関連事項
に焦点を定めた開示制度などを集めた。タスクフォースは、気候関連開示のための既存の義務的、自主的な報告
制度を見直し、現行制度全体の共通点とギャップを特定し、タスクフォースによる更なる研究と分析が必要な分野
を決定した。気候関連事項の報告メカニズムの開発に積極的に参加している組織のみならず標準設定者と見な

される組織の成果物は、タスクフォースの提言と補足ガイダンスを開発する際の主要な参考文献として役立った。
また、タスクフォースは、補足ガイダンスの策定において、セクター固有の気候問題に関連する資料も考慮した。 

https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
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C.アウトリーチとエンゲージメント 

タスクフォースの提言を作成するにあたっては、G20諸国やその他の国々の関連業界やセクターの情報使用者、情
報作成者、その他のステークホルダーとのエンゲージメントが重要であった。タスクフォースはこの取組を支援するため、
市中協議、業界インタビュー、フォーカスグループ対話、アウトリーチ活動、ウェビナーの5つのタイプのエンゲージメント
を行った。 

このようなエンゲージメントは、2つの主要な目的に役立った。（1）タスクフォースの作業に対する意識のレベルを上
げ、ステークホルダーを教育すること、（2）タスクフォースが提案した推奨開示と特定セクターへの補足ガイダンスの
ステークホルダーからのフィードバックを訴求すること。合計で、43カ国2,700名以上がタスクフォースのアウトリーチ活
動とエンゲージメントに参加した（図A2.1）。 

市中協議 

タスクフォースは、2回の市中協議を実施した。第1回は、2016年4月1日のタスクフォースの作業の範囲と全体レベ
ルの目的を述べたフェーズI 報告書の発表に続いた。タスクフォースは、自主的な気候関連の財務開示のための提
言の作成を指導するためのインプットを求めた。合計24カ国から203名の参加者が第1回の市中協議に応えた。応
答者は、金融セクター、非金融セクター、NGO、その他の組織を代表していた。市中協議のコメントは、シナリオ分
析に基づく開示と特定のセクター別に特注された開示へのサポートを示していた。タスクフォースの提言およびガイダン
スに情報をもたらした最初の市中協議からの主要なテーマは、表A2.1（p.48）に含まれている。 

 

 
図 A2.1 

アウトリーチとエンゲージメント 
 

 
 

file:///C:/Users/SusFJ/Downloads/FINAL-TCFD%20その②_20180314%20fukuda%20(1).docx
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74

% 

33

% 

表A2.1 

第1回市中協議の主なテーマ（作業の範囲） 

 
2回目の市中協議は、2016年12月のタスクフォース報告書の発表に続いて行われた。タスクフォースは、提

言、ガイダンス、およびタスクフォースによって同定された主要課題に関するフィードバックを収集するよう設計され

たオンラインの質問状を通じて、2回目のコンサルテーションを実施した。タスクフォースは、オンライン質問状に

306件の回答と30カ国のさまざまな団体から提言とガイダンスについての59件のコメントを受け取った。61 回

答の大部分はヨーロッパ（57％）、北米（20％）、アジア太平洋（19％）、南米（4％）、中東/アフリ

カ（1％未満）であった。 

応答者の45％が開示情報の使用者、44％が情報作成者、その他が11％で、それぞれの視点を提供した。

応答者は、金融セクター（43％）、非金融セクター（18％）、またはその他のタイプの組織（39％）から

であった。62 

表A2.2 

第2回市中協議の質問状に対する回答 

 
 

61  コメント文を提出した59名の応答者のうち、45名がオンライン質問状で回答し、合計320のユニークな回答が得られた。 
62 他のタイプの組織には、研究とアドボカシーNGO、標準設定NGO、データ分析法、コンサルティング、研究機関、学界、会計団体が含まれていた。 

主要テーマ 調査回答 

開示の構成要素 応答者の大多数は開示が以下であるべきことに同意した 

先見的である 

達成のための戦略とともにターゲットを達成する能力 

重要なリスクと整合する 

セクター別開示 回答者は特定のセクター別の開示を支持して

いた 

シナリオ分析 回答者はシナリオ分析を開示の主要な要素
と考えている 

開示の作成において、提言とガイダンスはすべての

セクターにとってどれくらい有用か？ 情報作成者 75% 

質問 回答者    "有用"と回答した割合 

開示を作成する上で、補足ガイダンスはどれくらい有
用か？ 

情報作成者 

組織が推奨事項を開示する場合、意思決定には

どのように有用か？ 
情報使用者 77% 

異なるシナリオにわたる潜在的なパフォーマンスの記述
が、組織の事業、戦略、財務計画への気候関連の影
響を理解する上で、どれくらい有用か？ 
 

金融 74% 

非金融 

  

17% 

その他 86% 

指標と目標の実例はどれくらい有用か？ 金融 74% 

非金融 

  

33% 

その他 72% 

投資に伴うGHG排出量の開示は、経済的な意

思決定にとってどれくらい有用か？ 
金融 

  
68% 

その他 74% 

66%  

62% 

96% 
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全体として、回答者は表A2.2（p.48）に示されているように、総論的にタスクフォースの提言に支持的であっ
た。しかし、いくつかは報告書に対して具体的かつ建設的なフィードバックを提供した。このフィードバックの主なテ
ーマは、表A2.3 に含めた。2回目の市中協議の結果に関する追加情報については、タスクフォースのウェブサイ
ト、TCFD市中協議サマリー2017を参照のこと。 

表A2.3 

第2回市中協議の主要なテーマ（提言） 

主要テーマ 

開示の重要性（マテリアリティ） 

と場所 

どの推奨開示が重要性評価に依存しているかを明らかにし、財務報告以外の
報告書に開示の一部または全部を提示する柔軟性を提供する 

シナリオ分析 標準的なシナリオを指定し、追加のガイダンスとツールを提供することで、実装
の容易さとシナリオ分析の比較可能性を改善する 

金融セクターのための指標 金融セクターの指標のさらなる開発と標準化を促進する 

非金融セクターのための 

指標 

非金融セクターの指標の比較可能性と一貫性を改善し、財務への影響と気候
関連のリスクと機会への関連を明確にする 

実装 気候関連財務情報開示を作成する際に作成者を支援する開示例を提供す
る 

業界インタビューとフォーカスグループ対話 

タスクフォースの市中協議の報告書の2016年12月の発表に先立ち、タスクフォースの提言案、特定セクターの
補足ガイダンス、およびその他の考慮事項に関するフィードバックを収集するために、タスクフォースは、情報使用

者および財務諸表作成者との128件の業界インタビューを実施した。業界インタビューの参加者には、最高財
務責任者（CFO）、投資幹部、その他の財務および会計幹部、リスク担当幹部、サステナビリティ担当幹部な
どが含まれていた。参加者の43％が財務、法務、またはリスクポジションを、39％が環境またはサステナビリティの
役割を担っていた。 

タスクフォースは2ラウンドの業界インタビューを実施した。インタビューの第1ラウンドでは提言とガイダンスに、第2ラ
ウンドでは、具体的な推奨事項とセクター別のガイダンスに焦点を定めた。（1）気候関連のリスクと機会に影
響を受けやすい産業とセクターを代表するリーダー達、（2）G20各国と金融安定理事会参加国をカバーし地
理的多様性がある、という2つの規準に合致した組織がインタビュー参加に招待された。 
このインタビューは、2016年12月に市中協議のために発行された報告書に反映されたように、タスクフォースの
提言とガイダンスに盛り込まれた貴重な情報を提供した。業界インタビューのテーマは、2回目の市中協議で特
定されたものと一致していた。情報作成者は、タスクフォースの提言とその他の報告イニシアティブとの関係、およ
び要求される情報の正確性および信頼性に関する懸念を提起した。情報使用者は、指標の一貫性を確立す

ることが有益であり、データ品質の課題を認識し、シナリオ分析についての考えを提供した（例：シナリオ分析を
組織でどのように利用するかを知ることに興味を持ち、作成者が一連のシナリオを使うであろう方法）。 

タスクフォースの市中協議の報告書を2016年12月に発表した後、タスクフォースはシナリオ分析およびカーボンフ
ットプリントの指標に関するフィードバックを求めるために、特定のセクターおよび業界の組織を代表する6カ国32
名からなる5つのフォーカスグループ対話を実施した。金融セクターのための2つのフォーカスグループ対話では、参
加者はタスクフォースの作業に支持を表明し、報告された気候関連情報の品質と一貫性に関連する現行の課
題についてコメントした。 

file:///C:/Users/SusFJ/Downloads/FINAL-TCFD%20その②_20180314%20fukuda%20(1).docx
https://www.fsb-tcfd.org/publications/public-consultation/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/public-consultation/
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また、アセット・オーナーとアセット・マネージャーは、さまざまなカーボンフットプリント指標の利点と限界についてのフィ
ードバックを提供した。非金融セクターのための3つのフォーカスグループ対話では、石油・ガス・ユーティリティ業界の
参加者が、シナリオ分析の利用および財務報告における特定の情報の開示に関連する課題について具体的なフ
ィードバックを提供した。 

アウトリーチイベント 

タスクフォースは、13カ国で18回のアウトリーチイベントを後援し、タスクフォースメンバーは、業界団体、NGO、政
府機関、企業、その他の団体が主催する協議、フォーラム、会議など、91のイベントで提言をプレゼンテーションし
た。タスクフォースが後援した18のイベントは、タスクフォースの作業と提言をステークホルダーに伝え、著名な気候リ
スクと金融専門家によるパネルディスカッションと基調講演もなされた。参加者には、戦略、リスク、会計、ポートフォ
リオと投資マネジメント、企業のサステナビリティ、業界団体、NGO、政府機関、研究機関、学界、会計・コンサル
ティング会社、メディアからの人々など、企業のさまざまな職能にまたがる金融および非金融組織の人々が含まれて
いた。 

ウェビナー（ウェブセミナー） 

タスクフォースは、市中協議のために2016年12月に報告書が発表される前に、タスクフォースの取組の啓発と認
知度向上、および追加のフィードバックを収集するための7つのウェビナーを提供した。7つのウェビナーのうち、タスク
フォースは4つのウェビナーを主催し、以下の組織と提携して3つのウェビナーに参加した。 
BSR（社会的責任ビジネス）、GFMA（世界金融市場協会）、NACD（全米企業責任者協会）。これらの
ウェビナーは、現場でのアウトリーチ活動を補完し、居住地がどこであれ、グローバルなステークホルダーにタスクフォー
スとの交流の機会を提供した。ウェビナーには、23カ国の365団体から538名の参加者が参加した。報告書が公
開された後、タスクフォースは3つのウェビナーを開催し、提言をプレゼンテーションし、追加のフィードバックを求めた。
3つのウェビナーには、25カ国の209の組織からの255名の出席者を得た。合計で、タスクフォースは10回のウェビ
ナーを提供し、参加者は30カ国793名に達した。 
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付録3：効果的な開示のための基本原則 
タスクフォースは、提言を下支えし、気候関連財務報告の現在および将来の進展を導くために、効果的な開
示の原則を策定した。63 気候関連事項の理解と取組手法が時の経過とともに進化するにつれ、気候関連財
務報告もまた進化する。これらの原則は、情報使用者が組織への気候変動の影響を把握することを可能にす
る、高品質で意思決定に役立つ開示を達成するのに役立つ。タスクフォースは、組織が気候関連財務情報
開示を展開する際に、これらの原則を考慮するよう提言を適用することを奨励している。 

タスクフォースの開示原則は、主に財務報告のための国際的に受け入れられているその他の主流の枠組と首

尾一貫しており、一般に財務開示の提供者の大部分に適用可能である。金融安定理事会がタスクフォースを
設置する際に強調したように、これらは財務情報の定性・定量的特性に基づく情報が提供され、さらには一貫
性、比較可能性、信頼性、明瞭性、効率性のある情報開示作成の全体的な目標を推進するものである。こ
れらの原則は総合的に、組織が気候関連事項とそのガバナンス、戦略、リスクマネジメント、および指標と目標

との間の関連性とつながりを明確にするのを支援するように設計されている。  

原則 1：開示は関連のある情報を提示すべきである 

組織は、気候関連のリスクと機会が市場、事業、企業戦略または投資戦略、財務諸表、および将来のキャッ
シュフローに及ぼす潜在的影響に特有の情報を提供すべきである。 

 関連ある情報が不明確にならないように、重要でないか、もしくは重複している場合は、開示を削除すべきである。しか
しながら組織にとっては、特定のリスクや事項が投資家や市場の関心や注目を集めている場合は、そのリスクや課題が重要
ではないという声明を提出すると役立つ場合がある。これは、リスクまたは課題が検討されており、 見過ごされていないことを
示す。 

 情報の種類、提示方法、付随する記述が組織間で異なることと、時の経過とともに変化していくことは理解しつつも、
気候関連事項に取り組む組織のエクスポージャーと方法を、情報使用者が評価できるように十分詳細に開示すべきであ
る。 

 気候関連の影響は、短期・中期・長期にわたって発生する可能性がある。組織は、急激で破壊的な影響（例：洪

水、干ばつ、突発的な規制措置などによる影響）だけでなく、慢性的で漸進的な影響（例：気温パターンの変化による
影響）を経験することがある。組織は、気候関連事項が価値創造に及ぼす潜在的な影響の観点から、さまざまな時間軸
と影響の種類を考慮に入れて、情報を提供すべきである。 

 組織は、情報使用者の問題の理解に価値を付加しない一般的または定型文的な開示を避けるべきである。さらに、
提示された指標は、リスクやパフォーマンスを代理するものとして適切に記述または提供され、組織がリスクと機会をどのよう
にマネジメントするかを反映すべきである。 

原則 2：開示は具体的かつ完全でなければならない 

 組織の報告は、潜在的な気候関連の影響へのエクスポージャー、つまりそのような影響の潜在的性質および規模、気
候関連リスクをマネジメントするための組織のガバナンス・戦略・プロセスおよび、気候関連のリスクと機会のマネジメントに関
するパフォーマンス、に関する完全な概要を提供すべきである。 

 十分に包括的であるためには、情報使用者が実際の業績に対する過去の期待値を評価し、将来の財務的影響を
評価できるようにするために、開示は過去および将来情報を含むべきである。 

 定量的な情報については、開示に適用される定義と適用範囲の説明が含まれているべきである。将来を展望した
（フォワードルッキングな）データについては、これには使用された主要な前提条件の明瞭化が含まれる。将来の定量的開
示は、投資の意思決定とリスクマネジメントのために、組織が使用するデータと整合させるべきである。  

 シナリオ分析は、組織が投資の意思決定とリスクマネジメントのために使用するデータまたはその他の情報に基づいて行

うべきである。適切な場合、基礎となる主要な方法論および前提条件において定性的および定量的な観点から、組織
は、選択したリスクの指標への影響、または変動に対するエクスポージャーを明示すべきである。 

 
63 これらの原則は、Enhanced Disclosure Task Forceの“Enhancing the Risk Disclosures of Banks.”を基にしている。 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_121029.pdf
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原則 3：開示は明瞭で、バランスがとれ、理解可能であるべきである 

 開示は、金融セクターでの情報使用者（例：投資家、貸し手、保険会社、アナリスト）のニーズに対応する財務情
報を伝達する目的で作成すべきである。これには、最低の法令遵守要件を超えるレベルでの報告が必要である。開示は、

洗練された情報使用者に通知するためには十分詳細にすべきであるが、他方で専門性の低い情報使用者に対しては簡

潔な情報を提供すべきである。明確なコミュニケーションは、情報使用者が主要な情報を効率的に識別できることを可能に
するであろう。 

 開示は、定性・定量的情報との間の適切なバランスを示し、必要に応じてテキスト、数字、およびグラフ化したプレゼン
テーションを使用すべきである。  

 公平でバランスのとれたストーリー性のある説明は、時の経過とともに描写される変化や発展を含む定量的な開示の意
味についての洞察を提供すべきである。さらに、バランスのとれたストーリー性のある説明は、リスクと機会が偏見のない方法

で描かれることを要求する。 

 開示は、課題について率直な説明を提供すべきである。開示に使用される用語は、情報使用者による適切な理解の
ために説明または定義されるべきである。 

原則 4：開示は経年で一貫しているべきである 

 気候関連事項が組織のビジネスに及ぼす影響の展開および/または進化を情報使用者が理解できるよう、経年で一

貫性を持たせるべきである。期ごとの比較を可能にするために、一貫性のあるフォーマット、言語、および指標を使用して開
示すべきである。また、 比較情報を提示することが好ましいが、状況によっては比較情報を作成または再作成できない場合
であっても、新しい開示を含めることが望ましい場合がある。  

 気候関連の開示が相対的に未成熟であるために、開示および関連する方法やフォーマットの変更が予想される
（例：気候関連事項の変化、リスク対応の進化、ガバナンス、測定方法論、会計の実務などの変化による）。 
そのような変更はすべて説明すべきである。 

原則 5：開示は、セクター、産業界、またはポートフォリオ内の組織間で比較可能であるべきである 

 開示は、組織間、セクター間および法的管轄区域間にわたり、戦略、事業活動、リスク、業績の有意義な比較を可
能にすべきである。 

 開示で提供される詳細さのレベルは、セクター間およびポートフォリオ・レベルでのリスクの比較とベンチマークを可能にす
べきである。  

 報告をどこに掲載するかは、関係する情報への容易なアクセスを促進するために、理想的には、組織間で一貫している 
―すなわち、財務報告によることが望ましい。 

原則 6：開示は信頼性が高く、検証可能で、客観的であるべきである 

 開示は、高品質の信頼できる情報を提供すべきである。それらは正確で中立的 ―すなわち、バイアスのないものであ
るべきである。  

 将来情報の開示は本質的に組織の判断（適切に説明されるべき）を伴う。可能な範囲で、開示は客観的なデータ
に基づいて行われ、最善の測定方法論を使用すべきであり、それは共通の業界慣行の進化に伴い、それらを含むものとな
ろう。  

 開示は、報告された情報が高品質であることを確認するために検証可能であるよう、定義され、収集され、記録され、
分析されるべきである。将来情報に関しては、使用された前提条件の出所がトレースできることを意味する。これは、独立し

た外部保証を要求するものではない。しかし、開示は、財務報告に使用されるものと同じまたは実質的に同一の内部統制

プロセスの対象となるべきである。 

原則 7：開示はタイムリーに提供されるべきである 

 情報は、本来の財務報告の中で、少なくとも年 1 回、適切な媒体を使用して情報使用者に配信されるか、タイムリー
に更新されるべきである。 

 気候関連リスクは破壊的事象を招く可能性がある。 財務的に重要な影響を与えるような事象が発生した場合、組織
は適宜、気候関連の開示をタイムリーに更新すべきである。 
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報告者は、この基本原則の適用において葛藤をおぼえる可能性がある。例えば、組織は、比較可能性の原
則を満たすために方法論を最新のものに更新することが考えられるが、その結果、整合性の原則に抵触する可
能性がある。単一の原則の中でも葛藤は起こり得る。例えば、原則 6 は、開示は検証可能であるべきである
と述べているが、将来情報の開示に関する前提条件は、しばしば検証が困難な経営陣による重要な判断を
必要とする。このような葛藤は、情報使用者と情報作成者の幅広い、時には競合するニーズを考慮すると、不
可避である。組織は、不必要な情報で情報使用者を混乱させることを避けつつ、提言と原則を合理的に満た
す開示の適切なバランスを見つけることを目指すべきである。
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付録4：開示枠組の選択 

気候関連事項に関する企業の報告がある限り、多数の義務的なものと自主的なスキームがでてくる。既存のス
キームの完全かつ包括的な調査はこの報告書の対象外であるが、気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFDまたはタスクフォース）は、自主的なものと義務的な幅広い既存の枠組を検討した。付録4の表は、タ
スクフォースによって検討された開示枠組の概要を示し、開示が義務的であるか自主的であるか、報告される情
報の種類、対象にした報告者および対象とした読み手が誰であるか、開示情報がどこに置かれるか、特定された
重要性基準があるかどうか、など各枠組の主要な特徴を記述した。64 これらの開示枠組は、世界中の幅広い
開示制度を概観するために選択された。この表は、政府、証券取引所、非政府組織（NGO）が作る開示枠
組に分類されている。 

以下/次頁の表（A4.1、A4.2、およびA4.3）に示されている情報は、政府、証券取引所、および標準設定
機関によって発表された情報に基づいており、国連環境計画（UNEP）の「必要な金融システム：持続可能

な開発と整合した金融システム」2015年10月と、経済協力開発機構（OECD）の「G20財務大臣および中
央銀行総裁への報告」2015年9月とによって補足されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 これらの表はもともと、タスクフォースのフェーズⅠ報告書に含まれており、必要に応じて更新されている。 
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表A4.1 

開示枠組の選択：政府 
地域： 

枠組 

対象としている

報告者 

対象としてい

る読者 

義務的または

自主的 

重要性（マテリアリテ

ィ）基準 

気候関連情報の種類 開示場所 求められる外部保証 

オーストラリア： 

国家GHG報告に関する
法律（2007年） 

排出量またはエネ
ルギー生産量また
は消費の閾値を超
える金融および非

金融会社 

一般市民 閾値を超える場
合は義務 

特定の閾値を超える排出
量に基づいて 

GHG排出量、エネルギー
消費量、エネルギー生産

量 

政府に報告する 規制当局は、企業に書面で通
知することにより、開示の監査を
要求することができる 

欧州連合（EU）： 

非財務および多様性情報
の開示に関するEU指令
2014/95（2014年） 

規模基準を超え
る（すなわち、
500名を超える
従業員を有す
る）金融および
非金融会社 

投資家、消費者、
その他のステークホ
ルダー 

義務 
2017年1月1日

または2017年の
会計年度に適用 

指定なし 土地利用、水使用、GHG排
出量、材料の使用、エネルギ
ー使用 

企業財務報告書また
は個別報告書（財務
報告書またはウェブサイ
ト上で貸借対照表日

の6ヵ月後に報告され、
財務報告書で参照さ
れる） 

加盟国は、法定監査人に非財
務諸表が提供されているかどうか
を確認するよう求めなければなら
ない 
加盟国は、非財務諸表の情報
について独立した保証を要求す
ることがある 

フランス： 

第173条、エネルギー移行

法（2015年） 

上場金融および
非金融会社 

機関投資家に対
する追加要求事
項 

投資家、一般市
民 

義務 指定なし 気候変動関連リスク、気候変
動による企業活動と生み出す
財とサービスの使用への影響。
機関投資家：GHG排出量と
地球温暖化の抑制目標への
貢献 

年次財務報告書およびウ
ェブサイト 

法定監査人のような独立した第
三者による開示の一貫性に関す
る義務的レビュー 

インド： 

社会的、環境的、経済
的責任に関する自主ガ
イドライン（2011年） 

金融および非

金融会社 
投資家、一般市
民 

任意 指定なし パフォーマンスを改善するた
めの重要なリスク・ゴール・タ
ーゲット、材料、エネルギー
消費、水、流出物の排
出、GHG排出量、生物多
様性 

指定されていない企業
は、オーナー/CEOから
の報告書または手紙を
提出することがある 

ガイドラインには、企業の原則導
入の進捗状況の「リーダーシップ
指標」として、第三者による保証
が含まれている 
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表A4.1 

開示枠組の選択：政府（続き） 

地域： 

枠組 
対象としている

報告者 

対象としてい

る読者 

義務的または

自主的 

重要性（マテリアリテ

ィ）基準 

気候関連情報の種類 開示場所 求められる外部保証 

イギリス： 

2006年会社法 (戦略的
報告書および取締役会報
告書） 2013年規則 

2006年会社法で
定義されている「上
場会社」である金

融および非金融会

社 

投資家/株主
（「会社のメンバ
ー」） 

義務 株主が全体として年次財務
報告書（英国FRCの
2014年6月の戦略報告書
第5項のセクション5）に基
づいて行う経済的意思決
定に、その欠落または不実
の表示が影響を及ぼす可
能性がある場合、情報は重
要（マテリアル）である 

企業の事業の将来の開発・
業績・位置づけ、環境問題
（企業の事業が環境に及ぼ
す影響を含む）、およびGHG
排出量に影響を与える主なト
レンドおよび要因 

戦略的報告書および取
締役報告書 

要求事項ではないが、法定監査
人は、企業の財務諸表について
の報告書において、監査人の意
見として、その財務諸表が作成さ
れた会計年度での戦略報告書と
取締役報告書で提供された情
報が、それらの財務諸表と整合
しているか否かについて述べなけ
ればならない 

アメリカ： 

NAICs、2010年保険者
気候変動リスクアンケート 

一定の保険料収
入の閾値を超える
保険会社-2015
年に1億ドル 

規制当局 閾値を超える場
合は義務 

指定なし 気候変動関連のリスクマネジメ
ントと投資マネジメントに関する
一般的な開示 

州規制当局に調査を送
付 

指定なし 

アメリカ： 

アメリカ証券取引委員会
気候変動関連開示に関
するSECガイダンス 

証券取引委員会
（SEC）報告要
求事項の対象とな
る金融および非金

融会社 

投資家 義務 米国証券法の定義 規制、条約および協定、事業
動向、および物理的影響な
ど、企業の財務状況に影響を
与え、もしくは影響を与える可
能性のある気候関連の重要
なリスクおよび要因 

SECに提出する必要
がある年次財務報告
書およびその他の報告
書 

開示された情報への保証要 
求事項に依存する 
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表A4.2 

開示枠組の選択：取引所上場要求事項および指標 
地域： 

枠組 
対象としてい

る報告者 

対象として

いる読者 

義務的または

自主的 

重要性（マテリアリテ

ィ）基準 

気候関連情報の種類 開示場所 求められる外部保証 

オーストラリア： 

オーストラリア証券取引所
上場要求事項4.10.3。
コーポレート・ガバナンスの
原則と勧告（2014年） 

上場金融およ
び非金融会社 

投資家 義務的（遵守
または説明） 

問題となっているリスクが、短
期・中期・長期にわたり証券
保有者の価値を創造または
保全する上場企業の能力

に実質的に影響を与える可
能性がある実際の可能性 

重要な環境リスクの一般開
示 

年次財務報告書には、コー
ポレート・ガバナンスに関する
声明を入れるか、または企
業ウェブサイト上のコーポレー
ト・ガバナンスに関する声明
にリンクを張らなければならな
い 

指定されていない。年次財務報
告書の保証要求事項に依存して
もよい 

ブラジル： 

証券取引所（BM＆
FBovespa）「報告もしく
は説明の勧告」（2012
年） 

上場金融およ
び非金融会社 

投資家、 
規制当局 

任意（遵守また
は説明） 

CVMnº480/09の参照フ
ォーム（付属書24）で説
明されている基準 

独立組織により監査/レビュー
され、情報へのリンク（すなわ
ち、ウェブページ）があるなら
ば、使用された方法論を含む
社会的および環境的情報 

企業の裁量 指定なし 

中国： 

深圳証券取引所上場企
業への社会的責任の指示

（2006年） 

上場金融およ
び非金融会社 

投資家 任意： 
社会的責任 
 
義務的： 
汚染物質排出 

指定なし 廃棄物発生量、資源消費
量、および汚染物質 

指定なし 指定なし 
企業は、環境保護方針実施の  
定期的な検査のために専門の  
人的資源を配分しなければな 
らない 

シンガポール： 

シンガポール取引所上場
規則711A＆711Bおよび
サステナビリティ・レポーティ
ング・ガイド（2016年）
（以下「ガイド」） 

上場金融およ
び非金融会社 

投資家 義務的（遵守
または説明） 

ガイドに記載されたガイダン
ス、4.7-4.11パラグラフ 

ガイドに記載されている重要
な環境、社会、ガバナンスの
要因、パフォーマンス、目標、
関連情報 

年次財務報告書または独
立の報告書、SGXNet報告
プラットフォームおよび企業ウ
ェブサイトを通じて公開された
もの 

要求事項ではない 
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表A4.2 

開示枠組の選択：取引所上場要求事項および指標（続き） 

地域： 

枠組 
対象としてい

る報告者 

対象として

いる読者 

義務的または

自主的 

重要性（マテリアリテ

ィ）基準 

気候関連情報の種類 開示場所 求められる外部保証 

南アフリカ： 

ヨハネスブルグ証券取引所
上場要求事項パラグラフ
8.63ガバナンス原則・キン
グ・コード（2009年） 

上場金融およ
び非金融会社 

投資家 義務的（遵守
または説明） 

指定なし サステナビリティに関する一般開
示 

年次財務報告書 要求事項 

グローバル、地域、国別

の指標： 

S＆Pダウ・ジョーンズ指
標、サステナビリティ・イン
デックス、サンプル質問集 

上場金融お 
よび非金融 
会社 

投資家 任意 指定なし GHG排出量、SOx排出量、エ
ネルギー消費量、水、廃棄物
発生量、環境違反、電力購入

量、生物多様性、鉱物廃棄物
マネジメント 

非公開 外部保証が提供されたかどうか、そ
れが認定された標準に従っていたか
どうかを開示する 



59 気候関連財務情報開示タスクフォースの提言  最終報告書 

   
 

 

表A4.3 

開示枠組の選択：非政府組織 
枠組 対象としている

報告者 

対象としている

読者 

義務的または自

主的 

重要性（マテリアリティ）

基準 

気候関連情報の種類 開示場所 求められる外部保証 

グローバル： 

アセット・オーナー開示プ

ロジェクト2017地球気
候リスク調査 

年金基金、保険会
社、政府系ファンド
≥20億米ドル
AUM（運用資産

残高） 

アセット・マネージャ
ー、投資業界、政
府 

任意 指定なし 気候変動事項が、投資方

針、エンゲージメント取組、スコ
ープ1排出量のポートフォリオ排
出強度（原単位）、気候変
動関連のポートフォリオリスク緩
和策に統合されているかどうか
に関する情報 

調査回答 
回答者には、回答を公開
してもよいか尋ねる 

外部保証が提供されたかどうかを
開示する 

グローバル： 

CDP 

年次アンケート（2016年） 

金融および 
非金融会社 

投資家 任意 指定なし 気候変動のリスクと機会、エネ
ルギー使用、GHG排出量
（スコープ1-3）に関わるリス
クマネジメント手順に関する情
報 

CDPデータベース 奨励される 
検証と第三者認証に関し求めら
れる情報 

グローバル： 

CDSB 

環境情報と自然資本を報
告するためのCDSBフレーム
ワーク 

金融および 
非金融会社 

投資家 任意 環境情報は、以下の場合、
重要（マテリアル）である。 
（1）記述する環境影響ま
たはその結果は、その規模と
性質上、組織の現在、過去
または将来の財務の状態およ
び経営実績、および戦略を実
行する能力に有意なプラスま
たはマイナスの影響を及ぼすこ
とが予想されるとき、（2）そ
れを省略し、誤って述べたり、
誤って解釈したりすることは、
本来の報告書（すなわち、
財務報告）の情報使用者が

組織に関する意思決定に影
響を及ぼす可能性があるとき 

パフォーマンスを評価するため
に使用される指標、計画、お
よびタイムスケジュールを含む
環境方針、戦略、および目

標。 
組織に影響を及ぼす重大な

環境リスクと機会。 
環境方針、戦略、情報のガ
バナンス。 
環境影響の重要な発生源に
関する量的および質的結果 

組織が業務を行っている国
の会社法、コンプライアンス
法または証券法に基づいて
監査された決算情報を提出
する必要がある年次報告パ
ッケージ 

要求事項ではないが、報告され
た環境情報がCDSBフレームワー
クに準拠しているかどうかについて
の保証が提供されているならば、
そのことを開示する 
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表A4.3 

開示枠組の選択：非政府組織（続き） 

枠組 対象としている

報告者 

対象としてい

る読者 

義務的または自

主的 

重要性（マテリアリテ

ィ）基準 

気候関連情報の種類 開示場所 外部保証が必要 

グローバル： 

CDSB 

気候変動報告枠組 

Ed.1.1（2012） 

金融および 
非金融会社 

投資家 任意 「投資家が気候変動に関連
して、企業の財務の状態およ
び/またはその戦略を達成する
能力に影響を与える可能性
があるか、または影響を与える
可能性のある主要な傾向お
よび重要な事象を見る」ことを
可能にする 

業績が気候関連のリスクと機会
の影響を受ける程度。それらの
影響に対処するガバナンスプロ
セス。重大な気候関連事項へ
のエクスポージャー問題に対処
するための戦略や計画。および
GHG排出量 

企業が業務を行っている地
域の会社法、コンプライアン
ス法または証券法に基づい
て監査された決算情報を提
供する必要がある年次報告
パッケージ 

監査に関する国際基準720号
が財務諸表の監査人に、監査さ
れた財務諸表と付随する情報と
の間の重要な不一致を同定する
ために付随情報を読むことを要
求しない限り、要求事項ではな
い 

グローバル： 

GRESB 

インフラストラクチャー資産の
アセスと不動産アセス 

不動産資産/ポー
トフォリオ所有者 

投資家とそれを取り
巻くステークホルダ
ー 

任意 指定なし 低炭素製品だけでなく、燃
料、エネルギー、水の消費と効
率に関する不動産セクター用

の要求事項 

GRESB不動産アセスメント
を通じて収集されたデータ
は、参加者自身、および、
以下に開示される。 
•非上場不動産ファンドお

よび企業については、
GRESB投資家メンバーであ
るその企業またはファンドの
投資家に対して 
•上場不動産会社に関し

ては、上場不動産証券に投
資するすべてのGRESB投
資家メンバーに対して 

要求事項ではない、ただし、外部
保証が提供されたかどうかは開示

する 

グローバル： 

GRI 

サステナビリティ・レポー
ティング・スタンダード・
（2016年） 

任意の組織。規
模、種類、セクタ
ー、または地理
的所在を問わな
い 

すべてのステークホ
ルダー 

任意 報告組織の著しい経済的、
環境的、社会的影響を反映
しているか、ステークホルダーの
意思決定に実質的に影響を
及ぼす事項 

材料、エネルギー、水、生物多
様性、環境コンプライアンス、サ
プライヤーに対する環境評価 

持続可能性情報を含む独
立のサステナビリティ報告書
または年次財務報告書また
はその他の出版物 

要求事項ではないが、（外部
保証を）アドバイス 
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表A4.3 

開示枠組の選択：非政府組織（続き） 

枠組 対象としている

報告者 

対象としてい

る読者 

義務的または自

主的 

重要性（マテリアリテ

ィ）基準 

気候関連情報の種類 開示場所 求められる外部保証 

グローバル： 

IIGCC石油・ガス（2010
年）自動車（2009年）
電気事業（2008年） 

石油・ガス産業 
 
自動車産業 
 
電力会社 

投資家 
 
投資家 
 
投資家 

任意 
 
任意 

 
任意 

指定なし 
 
指定なし 
 
指定なし 

GHG排出量とクリーンテクノロジ
ーデータ 
GHG排出量とクリーンテクノロジ
ーデータ 
GHG排出量と電力生産 

指定なし 
 
企業の裁量 
 
企業の裁量 

指定なし 
 
指定なし 
 
GHG排出量の検証方法を開示

する 

グローバル： 

IIRC 

国際統合報告フレームワー
ク（2013年） 

国際取引所で
取引される公開
企業 

投資家 任意 短期・中期・長期にわたり価
値を創造する企業の能力に
実質的に影響する 

気候変動、生態系の喪失、
資源不足に関連する一般的

な課題 

独立のサステナビリティまた
は統合レポート 

指定されていない 
保証に関連する問題に関するデ
ィスカッションペーパーが発表され
ている 

グローバル： 

IPIECA自主的なサステナ
ビリティ報告に関する石

油・ガス業界のガイダンス 

石油・ガス産業 すべてのステークホ
ルダー 

任意 重要（マテリアル）なサステ
ナビリティの課題とは、企業
経営とその外部ステークホル
ダーの観点から、企業の業
績や戦略、および/または会
社の評価や意思決定に影
響を与えるものである 

エネルギー消費 サステナビリティ報告書 必須ではないが、奨励される 

グローバル： 

PRI報告フレームワーク
（2016年） 

投資家 投資家 任意 指定なし 投資家の実務慣行 透明性報告書 指定なし 

アメリカ: 

SASB概念フレームワーク
（2013年）とSASBスタン
ダード（各種） 

 

 

米国の取引所で取
引されている上場
企業 

投資家 任意 省略された事実の開示は、
合理的な投資家からは、利
用可能な情報の「トータルミ
ックス」を大幅に変更したも
のと見なされる可能性が非

常に高い 

重要（マテリアル）とみなさ
れ、指標が標準化され、業界
別に仕立てられた、サステナビ
リティ事項に関する情報 

SECへの報告 開示情報の保証要求事項に依
存する 
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付録5：用語集と略語 

用語集 

取締役会（またはボード）は、企業または組織の活動を共同で監督する、選出された、または任命されたメン
バーの機構を指す。国によっては、「監督取締役会」を指す「取締役会」と、「経営陣」を指す「執行役員」の二

層のシステムを使用している。65 

気候関連の機会 は、組織の気候変動に関連する潜在的なプラスの影響を指す。気候変動を緩和し適応させ
るための取組は、資源効率とコスト削減、低排出エネルギー源の採用と利用、新製品とサービスの開発、サプラ
イチェーンでのレジリエンスの構築などの機会を組織にもたらす可能性がある。気候関連の機会は、組織が活動
している地域、市場、産業によって異なる。 
 

気候関連のリスク は、組織に対する潜在的な悪影響を指す。気候変動から生じる物理的なリスクは、極端な
気象事象（例：サイクロン、干ばつ、洪水、および火災）の重大性の増加など、事象駆動型（急性）であり
得る。また、降水量や気温の長期変動（慢性）や気象パターンの変動性増加（海水面上昇）にも関連して
いる可能性がある。気候関連のリスクは、低炭素の世界経済への移行に関連する可能性があり、その中で最も
一般的なものは政策や法的措置、技術の変化、市場の対応、評判の考慮、に関連している。 

財務報告 とは、組織が業務を行う法的管轄区域の会社法、コンプライアンス法、または証券法に基づいて監
査された決算情報を提出する必要がある年次報告書一式を指す。報告要求事項は国際的に異なるが、財務
報告は一般に、財務諸表およびガバナンス・ステートメントや経営者の解説などのその他の情報を含む。 

財務計画 は、目的と戦略的目標をどのように達成し、資金を調達するかについて組織が検討することを指す。
財務計画のプロセスにより、組織は将来の財務ポジションを評価し、短期的および長期的目標を達成するため
に経営資源をどのように活用できるかを意思決定することができる。財務計画の一環として、組織はしばしば1～
5年の期間にわたってこれらの目標を達成するために必要な特定の行動、資産、および経営資源（資本を含
む）の概要として（いわゆる）「財務計画」を作成する。しかし、（本来の）財務計画は、典型的な3～5年
の「財務計画」（例：投資、研究開発、製造、市場）を超えた長期的な資本配分やその他の考慮事項を含
むため、（いわゆる）「財務計画」の策定よりも広範である。66 

ガバナンス とは、「株主およびその他のステークホルダーの利益のために組織を指揮し、管理するシステム」を指
す。67 「ガバナンスには、組織の経営陣、取締役会、株主、およびその他のステークホルダー間の一連の関係が
含まれる。ガバナンスは、組織の目的が設定され、業績に対する進捗がモニタリングされ、結果が評価される仕
組みとプロセスを提供する。」68

 

 

 
65 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, 2015. 
66 CDSB(気候情報開示基準委員会)に基づく、 “CDSB Framework for Reporting Environmental Information and Natural Capital,” June 2015. 
67 A. Cadbury, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London, 1992. 
68 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, 2015. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en
http://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsb_framework_for_reporting_environmental_information_natural_capital.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en
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GHG排出量スコープ・レベル69 

 スコープ1 は、すべての直接的なGHG排出量を指す。 

 スコープ2 は、購入した電力、熱または蒸気の消費による間接的なGHG排出量を指す。 

 スコープ3 は、上流と下流の排出量の両方を含む、報告会社のバリューチェーンで発生するスコープ2でカバーされ
ていないその他の間接的排出量を指す。スコープ3の排出量には、購入した材料および燃料の抽出および生産、
報告主体が所有または管理していない車両における輸送関連活動、電力関連活動（例：送電および配電損
失）、外注活動、廃棄物処分、など含まれ得る。70 

インターナル・カーボンプライス は、内部的に開発された炭素排出量の推定値である。インターナル・カーボンプラ
イスは、収益の機会とリスクを特定するのに役立ち、エネルギー効率を向上させてコストを削減し、資本投資の意
思決定を導くインセンティブや計画ツールとして使用できる。 

 
経営陣 とは、組織が経営幹部または上級管理職として見なし、一般にボードとは別の立場にあるものを指す。 

NDC（NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION：国別決定貢献度）とは、パリで採択され
た国際的な気候協定の下で国がとる予定の2020年以降の行動を指す。 

組織 とは、連結財務諸表が作成されており、子会社および共同管理企業を含む、グループ、会社、会社群、お
よびその他の組織を指す。 

一般に利用可能な2℃シナリオ は、以下を指す。（1）独立した機関によって発行され、使用/参照されるも
の、（2）可能な場合、公開されているデータセットによってサポートされている。 
（3）定期的に更新されている。（4）組織によって適用可能な機能ツール（例：ビジュアライザー、計算機、
およびマッピングツール）にリンクされている。現在、これらの基準を満たす2℃シナリオには、IEA2DS、IEA450、
Deep Decarbonization Pathways Project、およびInternational Renewable Energy Agencyが含
まれる。 

リスクマネジメント とは、リスクに対処し、そのリスクの潜在的な影響を総合的にマネジメントすることによって、組織
の目的達成を支援するために組織の役員および管理職が実施する一連のプロセスを指す。 

シナリオ分析 は、不確実な状況下での将来の事象の潜在的な結果範囲を特定し、評価するプロセスである。例
えば、気候変動の場合、シナリオによって、気候変動の物理的および移行のリスクが、経年で事業、戦略、および
財務パフォーマンスにどのように影響を与えるかについての理解を調査し発展させることができる。 

セクター は、経済活動において類似した事業活動を行う企業のセグメントを指す。セクターとは、一般的に、経済
の大きなセグメントまたはビジネスタイプのグループを指し、一方、「産業」とは、セクター内の企業のより具体的なグ
ループを表すために使用される。 

戦略 とは、組織が望む将来の状態を指す。組織の戦略は、望む状態に到達するまでの進捗状況をモニタリ
ングおよび測定できる基盤を確立する。戦略策定には、一般的に、組織が直面するリスクや機会、およびそ
の活動環境を考慮して、組織の活動の目的と範囲、および事業の性質を確立することが含まれる。 

 
69 World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and 
Reporting Standard (Revised Edition), March 2004. 
70 IPCC, Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change, Cambridge University Press, 2014. 

http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf
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サステナビリティ報告書 は、経済的、環境的、社会的、ガバナンス的な業績と影響についての情報を提供する組
織の報告書である。企業や組織にとって、サステナビリティ（長期持続性または永続性）は、これらの4つの主要
分野における業績と影響に基づいている。 

バリューチェーン とは、製品、プロセス、またはサービスの上流と下流のライフサイクルのことで、材料の調達、生産、
消費、廃棄・リサイクルなどが含まれる。上流活動には、財やサービスの生産する初期段階に関連する活動
（例：資材調達、資材加工、サプライヤー活動）が含まれる。下流活動には、原材料を最終製品に加工し、エ
ンドユーザーに届けるといった活動（輸送、流通、消費など）が含まれる。 
 
略語 

2°C—摂氏2度 IEA—国際エネルギー機関 

ASC—会計基準体系 IIGCC—気候変動に関する機関投資家グループ 

BNEF—ブルームバーグ新エネルギー・ファイナンス IIRC—国際統合報告評議会 

CDSB—気候開示基準委員会 IPCC—気候変動に関する政府間パネル 

ERM—環境資源マネジメント NGO—非政府組織 

EU—欧州連合 OECD—経済協力開発機構 

FASB—財務会計基準審議会 R&D—研究開発 

FSB—金融安定理事会 SASB—米国サステナビリティ会計基準審議会 

G20—20カ国グループ TCFD—気候関連財務情報開示タスクフォース 

GHG—温室効果ガス UN—国連 

GICS—世界産業分類基準 UNEP—国連環境計画 

GRI—グローバル・レポーティング・イニシアティブ USDE—U.Sドル相当額 

IAS—国際会計基準 WRI—世界資源研究所 

IASB—国際会計基準審議会 
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